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字間調整による可読性を備えた
アスキーアートの生成手法

古 田 陽 介†1 三 谷 純†1 福 井 幸 男†1

本稿ではグレースケールの画像とテキストファイルを入力として，テキストの濃淡
によるアスキーアートを出力するシステムを提案する．既存のアスキーアートでは意
図した濃淡画像を表現するために使用する文字をシステムが決定することが一般的で
あるが，本稿で提案するシステムでは，使用する文字列を指定することができ，その文
字列を構成する文字の並び順が維持されるという特徴がある．つまり，アスキーアー
トを構成する文字列を，意味のある文章として読むことができ，その結果従来の濃淡
画像の表現とそれに合わせたコンテキストを融合させることが可能となる．これを実
現するために，平面上に配置する文字の間隔を調整することで，遠くから眺めた時の
濃淡表現を行う．本研究では，提案手法を実装し，複数の画像および文字列による実
験とその評価を行った．

A method for generating ASCII-Art images
from a character sequence by adjusting the kerning

Yohsuke FURUTA,†1 Jun MITANI †1

and Yukio FUKUI†1

In this paper we present a system for generating an ASCII-art image from a
target grayscale image and texts which are used to represent the image. The
generated ASCII-art image what we target simply is consisted with lines of the
texts. However we can recognize the grayscale image by viewing it away from
the printed media. The principle is simple. We adjust the density of the texts
by placing characters appropriate positions so that the distribution of density
in the image is represented by the lines of characters. Although the characters
used in the computer generated ASCII-art are generally defined by a system
automatically, users can specify the texts in our system. Further the order of
the characters is maintained. Hence we can read and recognize the contexts of
the texts in the ASCII-art image. We describe how to adjust the kerning of
characters to generate the ASCII-art in this paper, and we show some examples.

1. は じ め に

紙に印刷された，またはディスプレイに表示された文字列を遠くから眺めると，文字列

を構成する各文字の画数の多寡により，色が濃く見える場所と薄く見える場所が存在する．

例えばアルファベットなどと比較し，漢字などの画数の多い文字を多く含む文字列ほど濃い

視覚的効果を得ることが出来る（図 1）．この原理を利用して，濃淡画像を文字の集合で表

現したものをアスキーアートと呼ぶことがある（図 2）．本稿ではこれ以降，「アスキーアー

ト」という単語を，このような文字の集合による濃淡画像の表現手法の意味で用いる．こ

のような文字の集合よる視覚表現技法は非常に古くから存在しており，現在もWebの世界

を中心にさまざまな作品を目にすることが出来る．しかしながら，そこで濃淡を表現する

ために用いられている文字は一般的に，元になる画像の画素の濃度にあわせてシステムが

自動的に選択するものであり，アスキーアートを構成する文字の役割はいわば巨大な画素と

してのものでしかなかった．そのため，完成されたアスキーアートは視覚的には意味を持っ

ていても，文章としては意味を持たないものであった．
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図 1 文字の種類の違いによる濃度の違い．左は薄く認識され，右は濃く認識される．
Fig. 1 The difference of darkness according to the types of character. Characters in right side are

recognized darker than left side.

そこで我々は，画像の濃淡に対応した文字を機械的に選択するのではなく，用意した文章

を構成する個々の文字の濃度に合わせその字間を変化させることで，濃淡を持ったアスキー

アートを作成する手法を提案する．本手法では既存のアスキーアート生成手法と異なり，入
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図 2 文字の濃度の違いで表現されたアスキーアートの例．右は拡大図．
Fig. 2 An example of ASCII-art in which characters express contrasting density of an image.

力された文字列の並び順を維持したまま画面や紙面上に濃淡を構築することが出来るとい

う特徴と持つため，従来の濃淡画像表現に言語的なコンテキストを付与したり，また逆に文

字列に視覚的なメッセージを付与するなどの新しい表現を行うことが可能である．また，提

案システムではアスキーアートをベクトル表現のファイルフォーマットである SVG形式で

画像出力することが可能なため，画像であるにもかかわらず，ユーザはそれを選択・コピー

することで文字列としての情報を取得することが可能である．

本論文ではそのために必要となる，文字の濃度の算出方法や字間の算出方法，アスキー

アートを描画する際に文章を過不足無く使い切るよう元画像を拡大縮小する手法について

述べる．

2. 関 連 研 究

文字を一つのドットと見なし，文字を構成する画素の多寡により濃淡を表現するという手

法は古くから存在しており，1938 年にはタイプライターを用いたものが Popular Science

Magazineに紹介されている（図 3）1)．この手法は計算機システムでの実装が容易であり，

現在ではさまざまなプログラムがWeb上で公開されている．例えば GlassGiant.com3) は

ユーザがWeb上で送信した画像をアスキーアートに変換するCGIプログラムであり，他に

も TEXT-IMAGE.com4) などが挙げられる．後者では文字の色を変化させることでカラー

のアスキーアートを作成することも可能となっている．また，Give me chocolate5) は同様

の手法で作成されたアスキーアートをメールでユーザに送信する機能を備えている．これら

の手法で生成されたアスキーアートは，視覚的に楽しむことは可能であるが，文字列自体は

文章として意味を成さない．本論文では文字の間隔を変化させることで画像の濃淡を表現し

ており，入力に用いる文字列は元の順番を保ったままであることから，アスキーアートを文

章として読むことも可能である．

 
図 3 Popular Science Magazine 1939 年 6 月号に掲載されたアスキーアート1)2)

Fig. 3 An ASCII-art in the Popular Science Magazine, June 19391)2)

複数の記号やアルファベットから構成される「顔文字」や，Web上の掲示板などで用い

られることが多い，複数行を用いたキャラクター表現もアスキーアートと呼ばれることがあ

る．これらは文字を構成する線に着目して，特定の線画を表現したものと言うことができ，

そのようなアスキーアートを多数まとめた本も出版されている8)．また，この手法を用いて

作られたアスキーアートを多数用意し，一定時間間隔で表示を切り替えることでアニメー

ションを実現しているものもある6)7)．この手法で作られたアスキーアートは，本稿で対象

としている濃淡画像を表現するものと比較して，少ない文字数で形を表現できる利点がある

一方で，計算機による自動生成が難しく，綺麗で小さな形を作るためには人間が手動で文字

を選択・修正しなければならないといった問題点がある．また，この手法で作成されたアス

キーアートも，文字の並びにコンテキストを持たせることはできない

意味のある文字列の並びで視覚的な表現を行っている例としては，IBMの Visual Com-

munication Labによる Many Eyes9) がある．このシステムでは入力されたテキストデー

タを解析し，単語の出現頻度に応じて大きさを変化させて出力する「Word Cloud」や単語

の接続を表現した「Phase Net」などを自動で生成し，結果をWebで共有することができ

る．このシステムは本研究とは異なり，文字が単語単位でしか接続していないため文章とし

ては成立していないことと，情報の視覚化という目的に特化しているため，その結果をユー
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ザがコントロールすることは難しいという違いがある．文章と絵を重ね合わせ各画素に対

して乗算処理を行うことで可読性を備えたアスキーアートを生成した例としては，Mozilla

Foundationによる NY Timesの広告がある10)11)．この手法と比較し，我々の手法はより

ノイズ成分が少ないなめらかな平面を表現することができ，また文字を詰めることでより濃

い画像を表現することが可能である．

図 4 文字列と画像の輝度値を乗算した例10)

Fig. 4 An example of ASCII-art in which brightness of the image and the texts are multiplied10).

3. システムの詳細

アルファベットやひらがななど，画数の少ない文字の並びは視覚的に薄く認識され，画数

の多い漢字などの文字の並びは濃く認識されるという特徴がある．本システムではその性質

を濃淡画像を表現するアスキーアートに利用する．

ユーザーは，アスキーアートで表現する濃淡画像と文章の記述されたテキストファイル，

および行の高さ（ピクセル数）を入力する．入力画像はグレースケール 256階調のラスター

画像で，もしそれ以外の形式の画像を入力した場合は自動的に条件に合う画像へと変換され

る．入力に対してシステムは各文字ごとの字間を計算し，その結果を SVGまたは PNG形

式のアスキーアート画像として出力する．以下にシステムの流れを示す．

( 1 ) 画像ファイル，テキストファイル，行の高さを読み込む

( 2 ) テキストファイルに現れる各文字の濃度を計算する

( 3 ) 入力画像の明るさ，コントラストを調整する

( 4 ) 画像のサイズ調整を行う

( 5 ) 各文字列の位置を計算する

( 6 ) 求められた位置に合わせて文字列を出力する

この流れで行われる処理の詳細を以降で述べる．

3.1 積算画素濃度の計算方法

文字はその画数・形状，およびサイズによって，描画した際に文字を構成する画素数が異

なる．本論文ではアンチエイリアスを有効にした状態で，ある 1文字を描画した際の，各画

素の濃度（0/255～255/255）の合計値を，その文字の「積算画素濃度」と呼び，入力文字

列の先頭から i 文字目の文字の積算画素濃度を Bchar(i)と表記することとする．各画素の

持つ濃度は完全な黒の場合は 1，白の場合は 0であり，Bchar(i)はそれらを合計したもので

あるため 0以上の実数値である．また積算画素濃度の値を文字のバウンディングボックスの

面積で割ったものを「文字濃度」と呼ぶ（文字濃度は 0.0～1.0の値を取る）．

最初に，文字がはみ出さない程度の大きさの 8bitグレースケールのキャンバスを用意す

る．本システムでは，一辺の長さを与えられたフォントサイズ の 2倍とした．指定された

フォントで，アンチエイリアスを有効にした状態で，キャンバスに一文字をレンダリングす

る．各画素の濃度を左上から順に走査し，すべての画素の濃度の和を，その文字の積算画素

濃度とする．この処理を与えられたテキストファイルの最初の文字から順に実行していく

（図 5）．

16.11 31.03 48.07

図 5 文字のレンダリング結果と積算画素濃度の値．図は Times 書体を用い，14px で文字をレンダリングし積算
画素濃度を取得した例．キャンバスサイズは 28px 四方．

Fig. 5 Images on which a character is rendered. The numerical values are summation of the darkness

of each pixel. 14 pixel sized “Times” font is used. The size of canvas is 28 pixel square.

なお，本プログラムでは高速化のために，文字のレンダリングは黒の背景に白色で行うこ
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とで，輝度値を濃度として算出することを行った．また，同じく高速化のために文字コード

をキー，積算画素濃度を値としたハッシュテーブルに値をキャッシングし，同一文字の積算

画素濃度を複数回参照する際はキャッシュのデータを用いることとした．

3.2 入力画像のサイズ調整

多くの場合，画像の濃度に合わせて単純に文字を配置していくと，画像から文章があふれ

てしまったり，画像の途中で文章が終わってしまったりする．そこで本システムでは画像の

大きさを調整し，入力テキストの濃度値と画像の濃度の総量が一致するようにする．そのと

きの入力画像の拡大率 sは次のように求める．

s =

√∑
all

Bchar

/∑
all

Dimage (1)

ここで，Dimage は入力画像のピクセル濃度を表す．しかしながら，この値を直接用いて

画像を拡大すると画像の高さがHline の整数倍ではなくなってしまう場合がある．この場合

も画像が大きすぎて文章が足りないという状況と同様の結果となってしまうため，画像の大

きさを変更した後，入力画像の縦横比を調整し，面積をほぼ保ったまま画像の高さがHline

の整数倍となるようにする．入力画像の幅，高さをそれぞれWin，Hin，行の高さを Hline

で表現し，変形後の画像のサイズW ′
in，H ′

in は次の式で求める．

H ′
in = ⌈sHin − (sHin mod Hline)⌉ (2)

W ′
in =

⌈
s2WinHin

H ′
in

⌉
(3)

式 2では sをかけて変形させた後の画像の高さから余分に伸びてしまった分 ( sHin mod

Hline)を取り除いている．また，式 3では H ′
in にあわせて，面積が変化しないよう値を計

算している．この処理を適用すると，画像のアスペクト比が変化する．拡大後の画像の高さ

H ′
in が 500pxで 12pxの場合，縦方向の余剰な伸びの大きさは 500 mod 12 = 8pxとなる

が，その割合は元の高さの値の 1.6%でしかない．文章が十分に長く画像が十分拡大されれ

ばアスペクト比の大きさは相対的に小さなものとなるため，無視できるものと見なすことが

できる．また，それぞれの式において値の切り上げを行っているため面積はわずかに増加し

最後の行の末尾は数文字足りないものとなってしまうが，それによる画素の空きは文末位

置の調整によって処理する．切り上げを行わないと，場合によっては文字が余ってしまい，

末尾に数文字だけで構成された行が発生してしまう．それと比較し，数文字足りない行を自

然に処理することは容易である．

画像の積算濃度値 = 0

文章の積算濃度値 = 0

i = 0

foreach(l = 0..行数) {

foreach(x = 0..入力画像の幅) {

画像の積算濃度値 += l行目の左から xピクセル目に相当する画素 Hline px分の濃度値の和

while(文章の積算濃度値 + Bchar(i) > 画像の積算濃度値) {

p(i) = (x, l * Hline )

文章の濃度積算値 += Bchar(i)

i++

}

}

行末のはみ出しを修正

}

図 6 文字の位置を算出するための疑似コード
Fig. 6 Pseudo code for calculating the positions of characters.

3.3 文字の位置の決定

与えられた文字列について，それを構成する各文字の位置は，画像の左上から一行ずつ順

に決められる．まず最初に，システムは画像を複数の行に分ける．行の高さはHline ピクセ

ルとすると，行数はH ′
in/Hline となる．目的は文字列を構成する文字 C(i) (i=0...n-1) がど

こに配置されるかを算出することであるが，文章の先頭から第 i番目の文字 C(i)の左上隅

の座標 p(i)は，図 6の擬似コードによって求められる．

なお，空白文字やカンマ，ドットなど積算画素濃度が小さな文字の場合は同一の場所に完

全に重なった状態で描画される場合がある．また，そのままでは文字がもともと持っている

幅を考慮していないため，各行の文章末尾の位置が最大で末尾の文字の字幅分だけはみ出し

てしまう．それを整え，行の末尾と文章幅が一致するようにするために，各行においてはみ

出した量を均等に各文字の間隔に割り振って調整する処理を行う．

4. 入力画像の明るさ・コントラストの調整と可読性

本章では人間の目で文字の並びを見た際にどれだけ内容を理解することが可能かどうか
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という，可読性について考える．一般に文字の重なりが大きければ大きいほど文字列の内容

を認識することは難しくなり，可読性は失われる．図 7は実際に文字を重ねた様子である

が，この図から人の目による可読性を維持するには，重なりの量を 50%前後としておくこ

とが望ましいといえる．
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80%

100%

いろはにほへと
いろはにほへと
いろはにほへと
いろはにほへと
いろはにほへと
いろはにほへと

亜哀愛悪握圧扱
亜哀愛悪握圧扱
亜哀愛悪握圧扱
亜哀愛悪握圧扱
亜哀愛悪握圧扱
亜哀愛悪握圧扱

図 7 文字の重なりの量による見た目の違い
Fig. 7 The appearances of characters with different amount of overlaps.

また，表 1は，提案手法を用いて計測した文字濃度の平均値である．書体のサイズは 14px

とした．この結果から，平均的な文字濃度は約 0.2程度であることが分かる．

表 1 各文字の濃度．書体のサイズは 14px である
Table 1 The darkness of the charactor. The font size is 14px

MS PGothic MS PMincho

アルファベット（小文字） 0.20 0.13

アルファベット（大文字） 0.22 0.14

ひらがな 0.20 0.11

カタカナ 0.18 0.09

CJK 統合漢字（20991 文字） 0.32 0.20

上記の結果より，「人の目」による可読性をそなえたアスキーアートを目的とする場合は，

入力画像に 0.2 / 0.50 = 0.4 以上の濃度の画素を用いないようにすべきであると言える．

図 8 は実際の可読性を評価するために指定された濃度となるよう「いろはうた」を 10 回

（470文字）ならべたものであるが，この実験から，画素の密度が 0.6以上の場合は人間の

目で文字列の並びを認識することは難しいと言える．本プログラムでは入力画像に対して濃

度の最大値・最小値に制限を加え全ての画素の濃度が指定の範囲内になるように輝度の値を

正規化する機能が実装されており，ユーザは任意でその機能を使用することが可能である．

なお，図 8では書体にMS Mincho 14pxを，Hline には 10pxを指定している．
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のおくやまけふこえてあさきゆめみしゑひもせ図 8 文字の重なりを変化させながら「いろはうた」を並べた例

Fig. 8 The appearances of characters arranged so that the density matches to specified value.

しかしながら本システムの場合は SVG形式の画像で結果を出力することもが可能となっ

ており，その場合は使用されている文字列を容易に取り出すことが可能なことから，作品を

電子的なデータの配布に限定する場合はそのような制約は無視できるだろう．実際に本論文

5章に掲載されているアスキーアート画像は文字情報を保持しており，図中のテキストを選

択してコピーしエディタなどにペーストすると，元となる文章が現れる．

なお，入力画像に対して出力画像の濃度が全体的に低くなっているのは，文字列の重なり

の影響によるものであると考えられる．本手法では文字というすでに決まった形のものを重

ねるため隙間ができてしまい，どうしても元の画像よりもコントラストが小さなものとなっ

てしまう．そのためユーザはそれを見越して入力画像を編集し，コントラストを高いものへ

と修正しておく必要があるだろう．

5. 作 例

提案手法を用いて作成された作品の作例および文章の量，計算に要した時間を図 9 ～

図 12に示す．実行環境には MacBook Pro (15inch, Late 2009) [CPU: Intel Core2 Duo
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1239 字間調整による可読性を備えたアスキーアートの生成手法

2.66GHz, RAM: 4GB, MacOS 10.6.5 with Java 1.6.0 20]を利用した．提案手法を用いた

ことで，モノの画像や政治家・作家の肖像を、それと関連の深い文章で表現することが可能

となり，画像により深い意味を直接持たせることが可能となった．なお，これらの画像上を

ドラッグしコピーを行うことで，アスキーアートを構成している文字を取り出すことが可能

となっている．

6. まとめと課題

本研究では可読性を備えたアスキーアートの生成手法を提案し，実装を行った．その際に

必要となる，文字の濃度の計算手法と文字の位置の計算方法，入力として与えた文字列を過

不足なく使用して画像を表現するための倍率の計算手法について述べた．また，出力される

アスキーアートを，人間の目でも読めるようにする際の注意点についても述べた．そして複

数の例題について実際に生成してみることで，本手法でアスキーアートの制作が可能なこと

が確認できた．

なお，本手法で生成される画像の濃度は入力画像に対して全体的に低くなってしまうとい

う問題点がある．そのため，入力画像に対してシステムが自動的にコントラストを調整し，

元画像の濃度に近づくように修正を加える機能があると良いだろう．また，綺麗なアスキー

アートを生成するためには十分な解像度が必要で，文字数が少ないと出力結果がぼやけてし

まって認識しづらくなってしまう．これは画像処理に関する一般的な問題であるが，本研究

の場合は文字の角度を調整し，文字のパーツと元画像の輪郭を一致させることで，見た目の

解像感が高まる可能性があると考えられる．より少ない手順で美しい出力結果を得られるよ

うにすることが今後の課題である．
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Johannes Dei gracia Rex Anglie, Dominus Hibernie, Dux Normannie, Aquitannie et comes Andegravie, archiepiscopis, episcopis, abbatibus, comitibus, baronibus, justiciariis, forestariis, vicecomitibus, prepositis, ministris et omnibus ballivis et fidelibus suis salutem. Sciatis nos intuitu Dei et pro salute anime nostre et omnium antecessorum et heredum nostrorum ad honorem Dei et exaltacionem sancte Ecclesie, et emendacionem regi nostri, per consilium venerabilium patrum nostrorum, Stephani Cantuariensis archiepsicopi, tocius Anglie primatis et sancte Romane ecclesie cardinalis, Henrici Dublinensis archiepiscopi, Willelmi Londoniensis, Petri Wintoniensis, Joscelini Bathoniensis et Glastoniensis, Hugonis Lincolniensis, Walteri Wygorniensis, Willelmi Coventriensis, et Benedicti Roffensis, episcoporum; magistri Pandulfi domini pape subdiaconi et familiaris, fratris Aymerici magistri milicie Templi in Anglia; et no
bilium virorum Willel m i  M a r i scalli comitis Penbrocie, Willelmi comitis Sarisberie, Willelmi comitis Warennie, Willelmi comitis Arundellie, Alani de Galewey a constabularii Scocie, Warini filii Geroldi, Petri filii Hereberti, Huber t i  d e Burgo senescalli Pictavie, Hugonis de Nevilla, Mathei filii Hereberti, Tho m e Basset, Alani Basset, Philippi de Albiniaco, Roberti de Roppel., Johannis Mariscalli, Johannis filii Hugonis et aliorum fidelium nostrum. 1. In primis concessisse Deo et hac presenti carta nostra confirm asse, pro nobis et heredibus nostris in perpetuum quod Ang
licana ecclesia libera sit, et habeat ju r a  s u a  i n t egra, et libertates suas illesas; et ita volumus observari; quod apparet ex eo quod libertatem electionum, que maxima et magis necessaria reputatur Ecclesie Anglicane, mera et spontanea volu n t ate, ante discordiam inter nos et barones nostros motam, concessimus et carta no s t r a [illa carta data 21° novembris anno Domini 1214; confirmatio papae Innocentii tertii 30° martii anno Domini 1215] confirmavimus, et eam obtinuimus a domino papa Innocentio tercio con f i rmari; quam et nos observabimus et ab heredib u s  nostris in p
erpetuum bona fide volumus observari. Concessim u s  e c i a m  omnibus liberis hominibus regni nostri, pro nobis et heredibus nostri in perpetuum, omnes libertates subscriptas, habendas et tenendas eis et heredibus suis, de nobis et he r e dibus nostris. 2. Si quis comitum vel baronum nostrorum, sive aliorum tenencium  de nobis in capite per servicium militare, mortuus fuerit, et cum decesserit heres suus plene etatis fuerit et relevium debeat, habeat hereditatem suam per antiquum relevium; s c i licet heres vel heredes comitis de baronia comiti s  i n tegra per ce
ntum libras; heres vel heredes baronis de baronia per centum  l i b r a s  ( sic); heres vel heredes militis de feodo militis integro per centum solidos ad plus; et qui minus debuerit minus det secundum antiquam consuetudinem feod o rum. 3. Si autem heres alicujus talium fuerit infra etatem et fuerit in custodia, cu m  ad etatem pervenerit, habeat hereditatem suam sine relevio et sine fine. 4. Custos terre hujusmodi heredis qui infra etatem fuerit, non capiat de terra heredis n i si racionabiles exitus, et racionabiles consuetudi n e s , e t  racionabil
ia servicia, et h oc sine destructione et vasto hominum vel rerum; e t  s i  n o s  c ommiserimus custodiam alicujus talis terre vicecomiti vel alicui alii qui de exitibus illius nobis respondere debeat, et ille destructionem de  c u stodia fecerit vel vastum, nos ab illo capiemus emendam, et terra committatur d u obus legalibus et discretis hominibus de feodo illo, qui de exitibus respondeant nobis vel ei cui eos assignaverimus; et si dederimus vel vend i derimus alicui custodiam alicujus talis terre, et i l l e  d e s t ructionem i
nde fecerit vel va s tum, amittat ipsam custodiam, et tradatur duobu s  l e g a l i b us et discretis hominibus de feodo illo qui similiter nobis respondeant sicut predictum est. 5. Custos autem, quamdiu cust o d iam terre habuerit, sustentet domos, parcos, vivaria, stagna, molendina, et cete r a  ad terram illam pertinencia, de exitibus terre ejusdem; et reddat heredi, cum ad plenam etatem pervenerit, terram suam tot a m instauratam de carucis et waynagiis, secundum  q u o d  t e mpus waynagi
i exiget et exitus terre racionab i l iter poterunt sustinere. 6. Heredes maritentur ab s q u e  d i s paragacione, ita tamen quod, antequam contrahatur matrimonium, ostendatur propinquis de consangui n i tate ipsius heredis. 7. Vidua post mortem mariti sui statim et sine difficultate h a b eat maritagium et hereditatem suam, nec aliquid det pro dote sua, vel pro maritagio suo, vel hereditate sua , q uam hereditatem maritus suus et ipsa tenuerint d i t  o b i t u s ipsius mariti, et maneat in do
mo mariti sui per quadraginta dies post mortem  ipsius, infra quos assignetur ei dos sua. 8. Nulla vi d u a  d i s t ringatur ad se maritandum, dum voluerit vivere sine marito, ita tamen quod securitatem fac i a t quod se non maritabit sine assensu nostro, si de nobis tenuerit, vel sine assensu d o mini sui de quo tenuerit, si de alio tenuerit. 9. Nec nos nec ballivi nostri seisiemus terram aliq u am nec redditum pro debito aliquo, quamdiu ca t a l l a  d e bitoris sufficiunt ad debitum reddendum; n
ec plegii ipsius debitoris distringantur quamdiu ipse capitalis d ebitor sufficit ad solucionem debiti; et si capital i s  d e b i t o r defecerit in solucione debiti, non habens unde solvat, plegii responde a n t de debito; et, si voluerint, habeant terras et redditus debitoris, donec sit eis sat i s f actum de debito quod ante pro eo solverint, nisi capitalis debitor monstr a verit se esse quietum inde versus eosdem plegios . 1 0 . S i  q u is mutuo ceperit aliquid a Judeis, plus vel minus, et moriatur an
tequam debitum illud solvatur, debitum non usuret quamdiu heres fuerit infra et a tem, de quocumque teneat; et si debitum illud in c i d e r i t  i n  manus nostras, nos non capiemus nisi catallum contentu m  in carta. 11. Et si quis moriatur, et debitum debeat Judeis, uxor ejus habeat dote m  suam, et nichil reddat de debito illo; et si liberi ipsius d e f uncti qui fuerint infra etatem remanserint, provi d e a n t u r  eis necessaria secundum tenementum quod fuerit defuncti, et de residuo solvatu
r debitum, salvo servicio dominorum; simili modo fiat de debitis que debentur aliis quam Judeis. 1 2 . Nullum scutagium vel auxilium ponatur in regn o  n o s t r o , nisi per commune consilium regni nost r i , nisi ad corpus nostrum redimendum, et primogenitum filium nostrum milite m  f aciendum, et ad filiam nostram primo g enitam semel maritandam, et ad hec non fiat nisi  r a c i o n a b ile auxilium; simili modo fiat de auxiliis de civitate London. 13. Et civitas London. habeat omnes 
antiquas libertates et liberas consuetudines suas, tam per terras, quam per aquas. Preterea volumus et concedimus q u od omnes alie civitates, et burgi, et ville, et portus, h a b e a n t  omnes libertates et lib e r as consuetudines suas. 14. Et ad habendum commune consilium regni de auxil i o  assidendo aliter quam  i n  tribus casibus predictis, vel de scutagio assiden d o , s u m moneri faciemus archiepiscopos, episcopos, abbates, comites, et majores barones sigillatim per litteras nostras; 
et preterea faciemus summoneri in generali per vicecomites et ballivos nostros omnes illos qui de nobis tenent in capite ad certum die m , scilicet ad terminum quadraginta dierum ad m i n u s , e t  a d certu m  locum; et in omnibus litteris illius summonicionis causam summonicionis exp r i memus ; e t sic facta summonicione negocium ad diem assi g n a t u m  p rocedat secundum consilium illorum qui presentes fuerint, quamvis non omnes summoniti venerint. 15. Nos non concedemus de c
etero alicui quod capiat auxilium de liberis hominibus suis, nisi ad corpus suum redimendum, et ad faciendum primogenitum filium suum militem , e t ad primogenitam filiam suam semel maritand a m , e t  a d  h e c non fiat nisi racionabile auxilium. 16. Nullus distringatur ad faciendum maj u s  s e rvicium de feodo militis, nec de alio libero tenem e n t o , q u a m inde debetur. 17. Communia placita non sequantur curiam nostram, set teneantur in aliquo loco certo. 18. Recogniciones de nova disseisina, de mo
rte antecessoris, et de ultima presentacione, non capiantur nisi in suis comitatibus et hoc modo : nos, vel si extra regnum fuerimus, capitalis justiciarius noster, mittemus  d uos justiciarios per unum quemque comitatum p e r  q u a t u o r vices in anno, qui, cum quatuor militibus cujuslibet comitatus electis per comi t a t um, capiant in comitatu et in die et loco comitatus  a s s i s a s  p redictas. 19. Et si in die comitatus assise predicte capi non possint, tot milites et libere tenentes remaneant de illis qui interfuerint comitatui die illo, per quos possint 
judicia sufficenter fieri, secundum quod negocium fuerit m a j us vel minus. 20 . L i b e r  h omo non amercietur pro parvo delicto, nisi secundum modum delicti; et pro mag n o  delicto amerc i e t u r  s e cu ndum magnitudinem delicti, salvo contenemento suo; et m
ercator eode m  m o d o , s a l v a  m e r c a n d i s a  s u a ; e t  v i l l a n us eodem modo amercietur salvo waynagio suo, si inciderint in misericordiam n o s t r a m ; e t  n u l l a  p r e d i c t a r u m  m i s e r i c ordiarum p
onatur, nisi p e r  s a c r a m e n t u m  p r o b o r u m  h o m i n u m  d e visneto. 21. Comites et barones non amercientur nisi per pares suos, et non nisi s e cu n d u m  m o d u m  d e l i ct i . 2 2 . N u l l u s  c l ericus ame
rcietur de laico tenemento suo, nisi secundum modum aliorum predictorum, et non secundum quantitatem beneficii sui ecclesiastici. 23. Nec villa nec homo distringatur facere pontes ad riparias, nisi qui ab antiquo et de jure facere debent. 24. Nullus vicecomes, constabularius, coronatores, vel alii ballivi nostri, tenean
t placita corone nostre. 25. Omnes comitatus, hundredi, wapentakii, et trethingi' sint ad antiquas firmas absque ullo incremento, exceptis dominicis maneriis nostris. 26. Si aliquis tenens de nobis laicum feodum moriatur, et vicecomes vel ballivus noster ostendat litteras nostras patentes de summonicione nostra de debito quod defunctus nobis debuit, liceat vicecomiti vel ballivo nostro attachiare et imbreviare catalla defuncti inventa in laico feodo, ad valenciam illius debiti, per visum legalium hominum, ita tamen quod nichil inde amoveatur, donec persolvatur nobis debitum quod clarum fuerit, et residuum relinquatur executoribus ad faciendum testament
um defuncti; et, si nichil nobis debeatur ad ipso, omnia catalla cedant defuncto, salvis uxori ipsius et pueris racionabilibus partibus suis. 27. Si aliquis liber homo intestatus decesserit, catalla sua per manus propinquorum parentum et amicorum suorum, per visum ecclesie distribuantur, salvis unicuique debitis que defunctus ei debebat. 28. Nullus constabularius, vel alius ballivus noster, capiat blada vel alia catalla alicujus, nisi statim inde reddat denarios, aut respectum inde habere possit de voluntate venditoris. 29. Nullus constabularius distringat aliquem militem ad dandum denarios pro custodia castri, si facere voluerit custodiam illam in propria pers
ona sua, vel per alium probum hominem, si ipse eam facere non possit propter racionabilem causam; et si nos duxerimus vel miserimus eum in exercitum, erit quietus de custodia, secundum quantitatem temporis quo per nos fuerit in exercitu. 30. Nullus vicecomes, vel ballivus noster, vel aliquis alius, capiat equos vel carettas alicujus liberi hominis pro cariagio faciendo, nisi de voluntate ipsius liberi hominis. 31. Nec nos nec ballivi nostri capiemus alienum boscum ad castra vel alia agenda nostra, nisi per voluntatem ipsius cujus boscus ille fuerit. 32. Nos non tenebimus terras illorum qui convicti fuerint de felonia, nisi per unum annum et unum diem, et tunc reddantur t
erre dominis feodorum. 33. Omnis kidelli de cetero deponantur penitus de Tamisia, et de Medewaye, et per totam Angliam, nisi per costeram maris. 34. Breve quod vocatur "Precipe" de cetero non fiat alicui de aliquo tenemento unde liber homo amittere possit curiam suam. 35. Una mensura vini sit per totum regnum nostrum, et una mensura cervisie, et una mensura bladi, scilicet quarterium Londoniense, et una latitudo pannorum tinctorum et russetorum et halbergettorum, scilicet due ulne infra listas; de ponderibus autem sit ut de mensuris. 36. Nichil detur vel capiatur de cetero pro brevi inquisicionis de vita vel membris, set gratis concedatur et non negetur. 37. Si a
liquis teneat de nobis per feodifirmam, vel per sokagium, vel per burgagium, et de alio terram teneat per servicium militare, nos non habebimus custodiam heredis nec terre sue que est de feodo alterius, occasione illius feodifirme, vel sokagii, vel burgagii; nec habebimus custodiam illius feodifirme, vel sokagii, vel burgagii, nisi ipsa feodifirma debeat servicium militare. Nos non habebimus custodiam heredis vel terre alicujus, quam tenet de alio per servicium militare, occasione alicujus parve serjanterie quam tenet de nobis per servicium reddendi nobis cultellos, vel sagittas, vel hujusmodi. 38. Nullus ballivus ponat decetero aliquem ad legem simplici l
oquela sua, sine testibus fidelibus ad hoc inductis. 39. Nullus liber homo capiatur, vel imprisonetur, aut disseisiatur, aut utlagetur, aut exuletur, aut aliquo modo destruatur, nec super eum ibimus, nec super eum mittemus, nisi per legale judicium parium suorum vel per legem terre. 40. Nulli vendemus, nulli negabimus, aut differemus rectum aut justiciam. 41. Omnes mercatores habeant salvum et securum exire de Anglia, et venire in Angliam, et morari, et ire per Angliam, tam per terram quam per aquam, ad emendum et vendendum, sine omnibus malis toltis, per antiquas et rectas consuetudines, preterquam in tempore gwerre, et si sint de terra contra nos gwerrina; e
t si tales inveniantur in terra nostra in principio gwerre, attachientur sine dampno corporum et rerum, donec sciatur a nobis vel capitali justiciario nostro quomodo mercatores terre nostre tractentur, qui tunc invenientur in terra contra nos gwerrina; et si nostri salvi sint ibi, alii salvi sint in terra nostra. 42. Liceat unicuique decetero exire de regno nostro, et redire, salvo et secure, per terram et per aquam, salva fide nostra, nisi tempore gwerre per aliquod breve tempus, propter communem utilitatem regni, exceptis imprisonatis et utlagatis secundum legem regni, et gente de terra contra nos gwerrina, et mercatoribus, de quibus fiat sicut predictum est. 43. Si quis tenuerit de a
liqua eskaeta, sicut de honore Walligefordie, Notingeham, Bolonie, Lancastrie, vel de aliis eskaetis que sunt in manu nostra et sunt baronie, et obierit, heres ejus non det aliud relevium, nec faciat nobis aliud servicium quam faceret baroni si baronia illa esset in manu baronis; et nos eodem modo eam tenebimus quo baro eam tenuit. 44. Homines qui manent extra forestam non veniant decetero coram justiciariis nostris de foresta per communes summoniciones, nisi sint in placito, vel plegii alicujus vel aliquorum, qui attachiati sint pro foresta. 45. Nos non faciemus justiciarios, constabularios, vicecomites, vel ballivos, nisi de talibus qui sciant legem regni et eam bene v
elint observare. 46. Omnes barones qui fundaverunt abbacias, unde habent cartas regum Anglie, vel antiquam tenuram, habeant earum custodiam cum vacaverint, sicut habere debent. 47. Omnes foreste que afforestate sunt tempore nostro, statim deafforestentur; et ita fiat de ripariis que per nos tempore nostro posite sunt in defenso. 48. Omnes male consuetudines de forestis et warennis, et de forestariis et warennariis, vicecomitibus et eorum ministris, ripariis et earum custodibus, statim inquirantur in quolibet comitatu per duodecim milites juratos de eodem comitatu, qui debent eligi per probos homines ejusdem comitatus, et infra quadraginta dies post inq
uisicionem factam, penitus, ita quod numquam revocentur, deleantur per eosdem, ita quod nos hoc sciamus prius, vel justiciarius noster, si in Anglia non fuerimus. 49. Omnes obsides et cartas statim reddemus que liberate fuerunt nobis ab Anglicis in securitatem pacis vel fidelis servicii. 50. Nos amovebimus penitus 
de balliis par e n t e s  G e r a r d i  d e  A t h y e s , q u o d  d e c e t e ro nullam habeant balliam in Anglia, Engelardum de Cygony, Petrum et Gio n e m  e t  A n d r e a m  d e  C a n c e l l i s , G i o n e m  de Cygony
, Galfridum d e  M a r t i n n y  e t  f r a t r e s  e j u s , P h i l i p p u m Marc. et fratres ejus, et Galfridum nepotem ejus, et totam sequelam eorundem . 5 1 . E t  s t a t i m  p o s t  p a c i s  r e f o r m a ci o n em amoveb
imus de regno omnes alienigenas milites, balistarios, servien t e s , s t i p e ndiarios, qui ve n erint cum equis et armis ad nocumentum regni. 52. Si quis fuerit disseisitus vel e l o n g a t u s  per nos sine leg a l i judicio parium suorum, de terris, castellis, libertatibus, ve
l jure suo, statim ea ei restituemus; et si contencio super hoc orta fuerit, tunc inde fiat per judicium viginti quinque baronum, de quibus fit mencio inferius in securitate p a c i s . D e  omnibus autem illis de quibus aliquis disseisitu s  f uerit vel elongatus sine legali judicio parium suorum, per Henricum regem pa t r e m  n o s t rum vel per Ricardum regem fratrem nostrum, q u e in manu nostra habemus, vel que alii tenent, que nos oporteat warantizare, respectum habebimus usque ad communem terminum crucesignatorum; exceptis illis d
e quibus placitum motum fuit vel inquisicio facta per preceptum nostrum, ante suscepcionem crucis nostre : cum autem redierimus de peregrinacione  n o s t r a , v e l si forte remanserimus a peregrinacione nostra, s t a t i m inde plenam justiciam exhibebimus. 53. Eundem autem respectum habeb i m u s  e t  e o d e m modo de justicia exhibenda, de forestis deaf f o restandis vel remanseris forestis quas Henricus pater noster vel Ricardus frater noster afforestaverunt, et de custodiis terrarum que sunt de alieno f
eodo, cujusmodi custodias hucusque habuimus occasione feodi quod aliquis de nobis tenuit per servicium militare, et de abbaciis q u e  f u n d ate fuerint in feodo alterius quam nostro, in quib u s domi n u s feodi dixerit se jus habere; et cum redierimus, vel si remanserimus a peregrin a t i one no s t r a , s u p er hiis conquerentibus plenam justiciam statim e xhibebimus. 54. Nullus capiatur nec imprisonetur propter appellum femine de morte alterius quam viri sui. 55. Omnes fines qui i
njuste et contra legem terre facti sunt nobiscum, et omnia amerciamenta facta injuste et contra legem terre, omnino co n d o n e n tur, vel fiat inde per judicium viginti quinque b a ronum de quibus fit me n cio inferius in securitate pacis, vel per judicium majoris partis eorundem, una cu m  predicto Stephano Ca n t u a r e n si archiepiscopo, si interesse poterit, et aliis quos  s ecum ad hoc vocare voluerit. Et si interesse non poterit, nichilominus procedat negocium sine eo, ita quod, si aliquis 
vel aliqui de predictis viginti quinque baronibus fuerint in simili querela, amoveantur quantum a d  h o c  j u d icium, et alii loco eorum per residuos de eisdem v i ginti quinque, tantum ad hoc faciendu m  electi et jurati substituantur. 56. Si nos disseisivimus vel elongavimus Walens e s  de terris vel libertatibus vel rebus alii s , s i n e  l e g ali judicio parium suorum, in Anglia vel in Wall i a , eis statim reddantur; et si contencio super hoc orta fuerit, tunc inde fiat in Marchia per judicium 
parium suorum; de tenementis Anglie secundum legem Anglie; de tenementis W a l l i e  s e c undum legem Wallie; de tenementis Marchie se c undum legem Marchie. Idem facient Walenses nobis e t  n ostris. 57. De omnibus autem illis de quibus aliquis Walensium disseisitus fu e r i t vel elongatus, sine legali judicio parium suorum, per H e n r i c u m  regem patrem nostrum vel Ricardum regem fr a t rem nostrum, que nos in manu nostra habemus, vel que alii tenent que nos oportea
t warantizare, respectum habebimus usque ad communem termi n u m  cr u cesignatorum, illis exceptis de quibus placitum  m otum fuit vel inquisicio facta per preceptum nostrum ante suscepcionem  c r ucis nostre; cum autem redierimus, vel si forte remanserimus a peregrinatione n o s tra, statim eis inde plenam justitiam exhibebimus, secundum leges Wa l e n s i u m  et partes predictas. 58. Nos reddemus filium Lew e lini statim, et omnes obsides de Wallia, et cartas que nobis libe
rate fuerunt in securitate pacis. 59. Nos faciemus  A l e x a n d ro regi Scottorum de sororibus suis, et obsidibu s  r eddendis, et libertatibus suis, et jure suo, secundum formam in qua faciemus aliis baronib u s nostris Anglie, nisi aliter esse debeat per cartas quas habemus de Willelmo p a t re ipsius, quondam rege Scottorum; et hoc erit per judicium parium suorum in curia nostra . 6 0 . O m nes autem istas consuetudines predictas et libert a tes quas nos concessimus in regno nostro tenen
das quantum ad nos pertinet erg a  n o s t r o s, omnes de regno nostro, tam clerici quam laici, ob s ervent quantum ad se pertinet erga suos. 61. Cum autem pro Deo, et ad emendacionem regni nostri, et ad mel i u s sopiendum discordiam inter nos et barones nostros ortam, hec omnia predict a  c oncesserimus, volentes ea integra et firma stabilitate in perpetuum gaudere, facimus et concedimus eis secu r i t a t e m  subscriptam; videlicet quod barones eligant vig i nti quinque barones de regn
o quos voluerint, q u i  d e b e ant pro totis viribus suis observare, tenere, et facer e  observari, pacem et libertates quas eis concessimus, et hac presenti carta nostra confirmavimus; ita scilicet quod, si nos, vel jus t i ciarius noster, vel ballivi nostri, vel aliquis de ministris nostris, in aliquo erga al i q uem deliquerimus, vel aliquem articulorum pacis aut securitatis transgressi fuerimus, et delictum ostensum fuerit quatuo r  b a r o n i b us de predictis viginti quinque baronibus, illi q u atuor barones 
accedant ad n o s  v e l  a d  justiciarium nostrum, si fuerimus extra regnum , p roponentes nobis excessum; petent ut excessum illum sine dilacione faciamus emendari. Et si nos excessum non emendaverimus, vel, si fueri m us extra regnum, justiciarius noster non emendaverit infra tempus quadragint a  d ierum computandum a tempore quo monstratum fuerit nobis vel justiciario nostro, si extra regnum fuerimus, predicti quatuor barones ref e r a n t  ca u sam illam ad residuos de illis viginti quinque ba ronibus, et i
lli viginti qu i n q u e barones cum communia tocius terre distringent e t  gravabunt nos modis omnibus quibus poterunt, scilicet per capcionem castrorum, terrarum, possessionum, et aliis modis quibus poterunt, donec fuerit emen d atum secundum arbitrium eorum, salva persona nostra et regine nostre et libero r u m nostrorum; et cum fuerit emendatum intendent nobis sicut prius fecerunt. Et quicumque voluerit de terra juret quod ad predicta omnia exequenda parebi t  m a n d a t is predictorum viginti quinque baronum, et quod gravab
it nos pro poss e  s u o cum ipsis, et nos publice et libere damus licenci a m jurandi cuilibet qui jurare voluerit, et nulli umquam jurare prohibebimus. Omnes autem illos de terra qui per se et sponte sua noluerint jurare viginti quinque baronibus d e  d istringendo et gravando nos cum eis, faciemus jurare eosdem de mandato nos t r o  sicut predictum est. Et si aliquis de viginti quinque baronibus decesserit, vel a terra recesserit, vel aliquo alio modo impeditus fuerit, quominus ista predicta possent exequi, q u i  r e s i d u i fuerint de predictis viginti quinque baronibu
s eligant ali u m  loco ipsius, pro arbitrio suo, qui simili modo eri t  j uratus quo et ceteri. In omnibus autem que istis viginti quinque baronibus committuntur exequenda, si forte ipsi viginti quinque presentes fuerint, et inter se super re aliqua discordaverint, vel  a l iqui ex eis summoniti nolint vel nequeant interesse, ratum habeatur et firmum q u od major pars eorum qui presentes fuerint providerit, vel preceperit ac si omnes viginti quinque in hoc consensissent; et predicti viginti quinque jurent quod omnia antedicta fideliter observ a b u n t , e t pro toto posse suo facient observar
i. Et nos nichi l  impetrabimus ab aliquo, per nos nec per alium, p er quod aliqua istarum concessionum et libertatum revocetur vel minuatur; et, si aliquid tale impetratum fuerit, irritum sit et inane et numquam eo utemur per nos nec per alium. 62. Et omnes malas voluntates, in d ignaciones, et rancores, ortos inter nos et homines nostros, clericos et laicos, a temp o re discordie, plene omnibus remisimus et condonavimus. Preterea omnes transgressiones factas occasione ejusdem discordie, a Pascha anno regni nostri sextodecimo usque ad pacem reformatam, plene rem i s i m u s  o mnibus, clericis et laic
is, et quantum ad nos pertinet plene condonavimus. Et insuper fecimus eis fieri litteras testimoniales patentes domini Stephani Cantuariensis archiepiscopi, domini Henrici Dublinensis archiepiscopi, et episcoporum predictorum et magistri Pandulfi, super securitate ista et concessionibus prefatis. 63. Quare volumus et firmiter precipimus quod Anglicana ecclesia libera sit et quod homines in regno nostro habeant et teneant omnes prefatas libertates, jura, et concessiones, bene et in pace, libere et quiete, plene et integre, sibi et heredibus suis, de nobis et heredibus nostris, in omnibus rebus et locis, in perpetuum, sicut predictum est. Juratum est autem tam ex parte nostra quam ex parte baronum, quod hec omnia supradicta bona fide et sine malo ingenio observabuntur. Testibus supradictis et multis aliis. Data per manum nostram in prato quod vocatur Ronimed. inter Windlesoram et Stanes, quinto decimo die junii, anno regni nostri decimo s

ptimo.
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図 9 イギリス憲法の大憲章で描画された英国国旗
Fig. 9 The image of the Union Jack consisted with the Magna Carta.

W H EREAS, on the twenty-second day of September, in the y
e a r of our Lord one thousand eight hundred and sixty-two, a Proclamation was i
ssued by the President of the United States, containing, among other things, the following, to wit:"That on the f
irst day of January, in the year of our Lord one thousand eight hundred and sixty-three, all persons held as slaves within any State or 
d esignated part of a State, the people whereof shall then be in rebellion against the United States, 
sh all be then, thenceforward , and forever, free; and the Executive government of th
e United States, including the military and naval authority thereof, will recognize 
and maintain the freedom of any such persons, and will do no act or acts to repress such persons, or 
any of them, in any efforts they may make for their actual freedom."That the Executive will, on the first day of January aforesai
d , by proclamation, designate the States and parts of States, if any, in which the peop
le  thereof, respectively, shall then be in rebellion against the United Sta te
s; and the fact that any State, or the people thereof, shall on that day be in good  faith re p r
esented in the Congress of the United States, by members chosen thereto at el e c ti
ons wherein a majority of the qualified voters of such States shall have particip ated , sh a
ll, in the absence of strong countervailing testimony, be deemed conclusive evidence  th a t  s u c h  
State, and the people thereof, are not then in rebellion against the United Sta t es ."N o w , t
herefore, I, ABRAHAM LINCOLN, President of  t he United States, b y vir tu e  of  
th e power in me vested as Commander-in-chief of the Army and Navy of the United States, in time of actual arm e d  re b
ellion against the authority and government of the United States, and as a fit and necessary war measure for suppressing said rebellion, do, on this firs t 
day of January, in the year of our Lord one thousand eight hundred and sixty-three, and in accordance with my purpose so to do, publicly proclaimed for the full period of one hundred days f
rom the day first above mentioned, order and designate as the States and parts of  S tates wherein the people thereof, respectively, are this day in rebellion against the United States, the followi
ng, to wit:Arkansas, Texas, Louisiana, (except the parishes of St. Bernard, Plaquemines, Jefferson, St. John, St. Charles, St. James, Ascension, Assumption, Terre Bonne, Lafourche, St. Mary, St. Martin, 
and Orleans, including the city of New Orleans,) Mississippi, Alabama, Florid a, Georgia, South Carolina, North Carolina, and Virginia, (except the forty-eight counties designated as West Virginia, and 
also the counties of Berkeley, Accomac, Northampton, Elizabeth City, York, Princess Ann, and Norfolk, including the cities of Norfolk and Portsmouth,) and which excepted parts are for the present left precise
ly as if this Proclamation were not issued.And by virtue of the power and for the purpose aforesaid, I do order and declare that all persons held as slaves within said designated States and parts of States are and hencefor
ward shall be free; and that the Executive government of the United States, including the military and naval authorities thereof, will recognize and maintain the freedom of said persons.And I hereby enjoin upon the people 
so declared to be free to abstain from all violence, unless in necessary self-defense; and I recommend to them that, in all cases when allowed, they labor faithfully for reasonable wages.And I further declare and make known that such 
persons, of suitable condition, will be received into the armed service of the United States to garrison forts, positions, stations, and other places, and to man vessels of all sorts in said service.And upon this act, sincerely believed to be an act of ju
stice warranted by the Constitution upon military necessity, I invoke the considerate judgement of mankind and the gracious favor of Almighty God.In witness whereof, I have hereunto set my hand and caused the seal of the United States 
to be affixed.Done at the city of Washington this first day of January, in the year of our Lord one thousand eight hundred and sixty-three, and of the Independence of the United States of America the eighty-seventh
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図 10 ゲティスバーグ演説で描画されたリンカーンの肖像
Fig. 10 The portrait of Lincoln consisted with The Gettysburg Address.
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1240 字間調整による可読性を備えたアスキーアートの生成手法

吾輩は猫である夏目漱石　　　　　　　一　吾輩《わがはい》は猫である。 名前はまだ無い。　どこで生れたかとんと見当《けんとう》がつかぬ。何でも薄暗いじめじめした所でニャーニャー泣いていた事だけは記憶している。吾輩はここで始めて人間というものを見た。しかもあとで聞くと
それは書生という人間中で一番｜獰悪《どうあく》な種族であったそうだ。この書生というのは時々我々を捕《つかま》えて煮《に》て食うという話である。しかしその当時は何という考もなかったから別段恐しいとも思わなかった。ただ彼の掌《てのひら》に載せられてスーと持ち上げられた時何だかフワフワした感じがあった
ばかりである。掌の上で少し落ちついて書生の顔を見たのがいわゆる人間というものの見始《みはじめ》であろう。この時妙なものだと思った感じが今でも残っている。第一毛をもって装飾されべきはずの顔がつるつるしてまるで薬缶《やかん》だ。その後《ご》猫にもだいぶ逢《あ》ったがこんな片輪《かたわ》には一度も出会《でく》わした事がない。のみならず顔の真中があ
まりに突起している。そうしてその穴の中から時々ぷうぷうと煙《けむり》を吹く。どうも咽《む》せぽくて実に弱った。これが人間の飲む煙草《たばこ》というものである事はようやくこの頃知った。　この書生の掌の裏《うち》でしばらくはよい心持に坐っておったが、しばらくすると非常な速力で運転し始めた。書生が動くのか自分だけが動くのか分らないが無暗《むやみ》に眼が廻る。胸が悪くな
る。 到底《とうてい》助からないと思っていると、どさりと音がして眼から火が出た。それまでは記憶しているがあとは何の事やらいくら考え出そうとしても分らない。　ふと気が付いて見ると書生はいない。たくさんおった兄弟が一｜疋《ぴき》も見えぬ。肝心《かんじん》の母親さえ姿を隠してしまった。その上｜今《いま》までの所とは違って無暗《むやみ》に明るい。眼を明いていられぬくらいだ。はてな何でも容子《ようす》がおか
しいと、のそのそ這《は》い出して見ると非常に痛い。吾輩は藁《わら》の上から急に笹原の中へ棄てられたのである。　ようやくの思いで笹原を這い出すと向うに大きな池がある。吾輩は池の前に坐ってどうしたらよかろうと考えて見た。別にこれという分別《ふんべつ》も出ない。しばらくして泣いたら書生がまた迎に来てくれるかと考え付いた。ニャー、ニャーと試みにやって見たが誰も来ない。そのうち池の上をさらさらと風が渡って日が暮れか
かる。腹が非常に減って来た。泣きたくても声が出ない。仕方がない、何でもよいから食物《くいもの》のある所まであるこうと決心をしてそろりそろりと池を左《ひだ》りに廻り始めた。どうも非常に苦しい。そこを我慢して無理やりに這《は》って行くとようやくの事で何となく人間臭い所へ出た。ここへ這入《はい》ったら、どうにかなると思って竹垣の崩《くず》れた穴から、とある邸内にもぐり込んだ。縁は不思議なもので、もしこの竹
垣が破れていなかったなら、吾輩はついに路傍《ろぼう》に餓死《がし》したかも知れんのである。一樹の蔭とはよく云《い》ったものだ。この垣根の穴は今日《こんにち》に至るまで吾輩が隣家《となり》の三毛を訪問する時の通路になっている。さて邸《やしき》へは忍び込んだもののこれから先どうして善《い》いか分らない。そのうちに暗くなる、腹は減る、寒さは寒し、雨が降って来るという始末でもう一刻の猶予《ゆうよ》が出来な
くなった。仕方がないからとにかく明るくて暖かそうな方へ方へとあるいて行く。今から考えるとその時はすでに家の内に這入っておったのだ。ここで吾輩は彼《か》の書生以外の人間を再び見るべき機会に遭遇《そうぐう》したのである。第一に逢ったのがおさんである。これは前の書生より一層乱暴な方で吾輩を見るや否やいきなり頸筋《くびすじ》をつかんで表へ抛《ほう》り出した。いやこれは駄目だと思ったから眼をねぶって運を
天に任せていた。しかしひもじいのと寒いのにはどうしても我慢が出来ん。吾輩は再びおさんの隙《すき》を見て台所へ這《は》い上《あが》った。すると間もなくまた投げ出された。吾輩は投げ出されては這い上り、這い上っては投げ出され、何でも同じ事を四五遍繰り返したのを記憶している。その時におさんと云う者はつくづくいやになった。この間おさんの三馬《さんま》を偸《ぬす》んでこの返報をしてやってから、やっと胸の痞
《つかえ》が下りた。吾輩が最後につまみ出されようとしたときに、この家《うち》の主人が騒々しい何だといいながら出て来た。下女は吾輩をぶら下げて主人の方へ向けてこの宿《やど》なしの小猫がいくら出しても出しても御台所《おだいどころ》へ上《あが》って来て困りますという。主人は鼻の下の黒い毛を撚《ひね》りながら吾輩の顔をしばらく眺《なが》めておったが、やがてそんなら内へ置いてやれといったまま奥へ這入《はい》ってしまった。主人はあまり
口を聞かぬ人と見えた。下女は口惜《くや》しそうに吾輩を台所へ抛《ほう》り出した。かくして吾輩はついにこの家《うち》を自分の住家《すみか》と極《き》める事にしたのである。　吾輩の主人は滅多《めった》に吾輩と顔を合せる事がない。職業は教師だそうだ。学校から帰ると終日書斎に這入ったぎりほとんど出て来る事がない。家のものは大変な勉強家だと思っている。当人も勉強家であるかのごとく見せている
。しかし実際はうちのものがいうような勤勉家ではない。吾輩は時々忍び足に彼の書斎を覗《のぞ》いて見るが、彼はよく昼寝《ひるね》をしている事がある。時々読みかけてある本の上に涎《よだれ》をたらしている。彼は胃弱で皮膚の色が淡黄色《たんこうしょく》を帯びて弾力のない不活溌《ふかっぱつ》な徴候をあらわしている。その癖に大飯を食う。大飯を食った後《あと》でタカジヤスターゼを飲む。飲んだ後で書
物をひろげる。二三ページ読むと眠くなる。涎を本の上へ垂らす。これが彼の毎夜繰り返す日課である。吾輩は猫ながら時々考える事がある。教師というものは実に楽《らく》なものだ。人間と生れたら教師となるに限る。こんなに寝ていて勤まるものなら猫にでも出来ぬ事はないと。それでも主人に云わせると教師ほどつらいものはないそうで彼は友達が来る度《たび》に何とかかんとか不平を鳴らしている。　吾輩がこの家
へ住み込んだ当時は、主人以外のものにははなはだ不人望であった。どこへ行っても跳《は》ね付けられて相手にしてくれ手がなかった。いかに珍重されなかったかは、今日《こんにち》に至るまで名前さえつけて くれないのでも分る。吾輩は仕方がないから、出来得る限り吾輩を入れてくれた主人の傍《そば》にいる事をつとめた。朝主人が新聞を読むときは必ず彼の膝《ひざ》の上に乗る。彼が昼寝をするときは必ずそ
の背中《せなか》に乗る。これはあながち主人が好きという訳ではないが別に構い手がなかったからやむを得んのである。その後いろいろ経験の上、朝は飯櫃《めし びつ》の上、夜は炬燵《こたつ》の上、天気のよい昼は椽側《えんがわ》へ寝る事とした。しかし一番心持の好いのは夜《よ》に入《い》ってここのうちの小供の寝床へもぐり込んでいっしょにねる事である。この小供というのは五つと三
つで夜になると二人が一つ床へ入《はい》って一間《ひとま》へ寝る。吾輩はいつでも彼等の中間に己《おの》れを容《い》るべき余地を見出《みいだ》してどう に か、こうにか割り込むのであるが、運悪く小供の一人が眼を醒《さ》ますが最後大変な事になる。小供は——ことに小さい方が質《たち》がわるい——猫が来た猫が来たといって夜中でも何でも大きな声で泣き出すので
ある。すると例の神経胃弱性の主人は必《かなら》ず眼をさまして次の部屋から飛び出してくる。現にせんだってなどは物指《ものさし》で尻 ぺ た をひどく叩《たた》かれた。　吾輩は人間と同居して彼等を観察すればするほど、彼等は我儘《わがまま》なものだと断言せざるを得ないようになった。ことに吾輩が時々｜同衾《どうきん》する小
供のごときに至っては言語同断《ごんごどうだん》である。自分の勝手な時は人を逆さにしたり、頭へ袋をかぶせたり、抛《ほう》り出したり、へっ つ い［ ＃「 へっつい」に傍点］の中へ押し込んだりする。しかも吾輩の方で少しでも手出しをしようものなら家内《かない》総がかりで追い廻して迫害を加える。この間もちょっと畳で爪を磨《と》いだら細君が非
常に怒《おこ》ってそれから容易に座敷へ入《い》れない。台所の板の間で他《ひと》が顫《ふる》えていても一向《いっこう》平気なものであ る 。吾輩の尊敬する筋向《すじむこう》 の白君などは逢《あ》う度毎《たびごと》に人間ほど不人情なものはないと言っておらるる。白君は先日玉のような子猫を四疋｜産《う》まれ
たのである。ところがそこの家《うち》の書生が三日目にそいつを裏の池へ持って行って四疋ながら棄てて来たそうだ。白君は涙を流してその一部始終 を 話した上、 どうし て も我等｜猫族《ねこぞく》 が親子の愛を完《まった》くして美しい家族的生活をするには人間と戦ってこれを剿滅《そうめつ》せねばならぬといわれた。一々
もっともの議論と思う。また隣りの三毛《みけ》君などは人間が所有権という事を解していないといって大《 おおい》に憤慨している 。 元来我々同 族 間では目刺《めざし》の頭 でも鰡《ぼら》の臍《へそ》でも一番先に見付けたものがこれを食う権利があるものとなっている。もし相手がこの規約を守らなければ腕力
に訴えて善《よ》いくらいのものだ。しかるに彼等人間は毫《ごう》もこの観念がないと見えて 我等が見付け た御馳走は必ず彼等の ために掠奪《 り ゃくだつ》せらるるのである。彼等はその強力を頼んで正当に吾人が食い得べきものを奪《うば》ってすましている。白君は軍人の家にお
り三毛君は代言の主人を持っている。吾輩は教師の家に住んでいるだけ、こんな事に関すると 両君よりもむしろ楽天である 。 ただそ の 日その日がどうにかこう にか送られればよい。いくら人間だって、そういつまでも栄える事もあるまい。まあ気を永く猫の時節を待つがよかろう。　我儘《わがまま》で思い出し
たからちょっと吾輩の家の主人がこの我儘で失敗した話をしよう。元来この主人は何といって人に勝《すぐ》れて出来る事もないが、何にでもよく手を 出 し たがる。俳句をやってほととぎす［＃「ほととぎす」に傍点］へ投書をしたり、新体詩を明星［＃「明星」に傍点］へ出したり、間違いだらけの英文をかいたり、時によると弓
に凝《こ》ったり、謡《うたい》を習ったり、またあるときはヴァイオリンなどをブーブー鳴らしたりするが、気の毒な事には、どれもこれも物になっておらん。その癖やり出す と 胃 弱の癖にいやに熱心だ。後架《こうか》の中で謡をうたって、近所で後架先生《こうかせんせい》と渾名《あだな》をつけられているにも関せず一向《いっこう》平気なもので、やは
りこれは平《たいら》の宗盛《むねもり》にて候《そうろう》を繰返している。みんながそら 宗盛だと吹き出すくらいである。この主人がどういう考になったものか吾輩の住み込んでか ら 一月ばかり後《のち》のある月の月給日に、大きな包みを提《さ》げてあわただしく帰って来た。何を買って来たのかと思うと水彩絵具と毛筆とワットマンという紙で今日から謡や俳句をやめて
絵をかく決心と見えた。果して翌日から当分の間というものは毎日毎日書斎で昼寝もしないで絵ばかりかいている。しかしそのかき上げたものを見 ると 何 をかいたものやら誰にも鑑定がつかない。当人もあまり甘《うま》くないと思ったものか、ある日その友人で美学とかをやっている人が来た時に下《しも》のような話をしているのを聞いた。「どうも甘《
うま》くかけないものだね。人のを見ると何でもないようだが自《みずか》ら筆をとって見ると今更《いまさら》のようにむずかしく感ずる」これは主人の述懐《じ ゅっ かい》である。 な る ほど詐《いつわ》りのない処だ。彼の友は金縁の眼鏡越《めがねごし》に主人の顔を見ながら、「そう初めから上手にはかけないさ、第一室内の想像ばかりで画《え》がかける訳のも
のではない。昔《むか》し以太利《イタリー》の大家アンドレア・デル・サルトが言った事がある。画をかくなら何でも自然その物を写せ。天に星辰《せいしん》 あり。地に露華《ろか》あり。飛ぶに禽《とり》あり。走るに獣《けもの》あり。池に金魚あり。枯木《こぼく》に寒鴉《かんあ》あり。自然はこれ一幅の大活画《だいかつが》なりと。
どうだ君も画らしい画をかこうと思うならちと写生をしたら」「へえアンドレア・デル・サルトがそんな事をいった事があるかい。ちっとも知らなかった。なるほどこりゃもっともだ。実にその通りだ」と主人は無暗《むやみ》に感心している。 金縁の裏には嘲《あざ》けるような笑《わらい》が見えた。　その翌日吾輩は例のごとく椽側《えんがわ》に出て心持善く昼寝《ひるね》をしていた
ら、主人 が 例になく書斎から出て来て吾輩の後《うし》ろで何かしきりにやっている。ふと眼が覚《さ》めて何をしているかと一分《いちぶ》ばかり細目に眼をあけて見ると、彼は余念もなくアンドレア・デル・ サルトを極《き》め込んでいる。吾輩はこの有様を見て覚えず失笑するのを禁じ得なかった。彼は彼の友に揶揄《やゆ》せられたる結果としてまず手
初めに吾輩を 写 生 しつつあるのである。吾輩はすでに十分《じゅうぶん》寝た。欠伸《あくび》がしたくてたまらない。しかしせっかく主人が熱心に筆を執《と》っているのを動 いては気の毒だと思って、じっと辛棒《しんぼう》しておった。彼は今吾輩の輪廓をかき上げて顔のあたりを色彩《いろど》っている。吾輩は自白す
る。吾輩は猫として決して上 乗 の出来ではない。背といい毛並といい顔の造作といいあえて他の猫に勝《まさ》るとは決して思っておらん。しかしいくら不器量の吾輩でも、今吾輩の主人に描《えが》き出されつつあるような妙な姿とは、どうしても思われない。第一色が違う。吾輩は波斯産《ペルシャさん》の猫のごとく黄を含める淡
灰色に漆《うるし》のごとき斑入《ふい》りの皮膚を有している。これだけは誰が見ても疑うべからざる事実と思う。しかるに今主人の彩色を見ると、黄でもなければ黒でもない、灰色でもなければ褐色《とびいろ》でもない、さればと てこれらを交ぜた色でもない。ただ一種の色であるというよりほかに評し方のない色である。その上不思議な事は眼がない。もっともこれは寝ていると
ころを写生したのだから無理もないが眼らしい所さえ見えないから盲猫《めくら》だか寝ている猫だか判然しないのである。吾輩は心中ひそかにいくらアンドレア・デル・サルトでもこれではしようがないと思った。しかしその熱心には感服せざるを得ない。なるべくなら動かずにおってやりたいと思ったが、さっきから小便が催うしている。身内《みうち》 の筋肉はむずむずする。最早《もはや》一分も猶予《ゆうよ》が出来ぬ仕儀
《しぎ》となったから、やむをえず失敬して両足を前へ存分のして、首を低く押し出してあーあと大《だい》なる欠伸をした。さてこうなって見ると、もうおとなしくしていても仕方がない。どうせ主人の予定は打《ぶ》ち壊《こ》わしたのだから、ついでに裏へ行って用を足《た》そうと思ってのそのそ這い出した。すると主人は失望と怒りを掻《か》き交ぜたような声をして、座敷の中から「この馬鹿野郎」と怒鳴《どな》った。こ
の主人は人を罵《ののし》るときは必ず馬鹿野郎というのが癖である。ほかに悪口の言いようを知らないのだから仕方がないが、今まで辛棒した人の気も知らないで、無暗《むやみ》に馬鹿野郎｜呼《よば》わりは失敬だと思う。それも平生吾輩が彼の背中《せなか》へ乗る時に少しは好い顔でもするならこの漫罵《まんば》 も甘んじて受けるが、こっちの便利になる事は何一つ快くしてくれた事もな
いのに、小便に立ったのを馬鹿野郎とは酷《ひど》い。元来人間というものは自己の力量に慢じてみんな増長している。少し人間より強いものが出て来て窘《いじ》めてやらなくてはこの先どこまで増長するか分らない。　我儘《わがまま》もこのくらいなら我慢するが吾輩は人間の不徳についてこれよりも数倍悲しむべき報道を耳にした事がある。　吾輩の家の裏に十坪ばかりの茶園《ちゃえん》がある。
広くはないが瀟洒《さっぱり》とした心持ち好く日の当《あた》る所だ。うちの小供があまり騒いで楽々昼寝の出来ない時や、あまり退屈で腹加減のよくない折などは、吾輩はいつでもここへ出て浩然《こうぜん》の気を養うのが例である。ある小春の穏かな日の二時頃であったが、吾輩は昼飯後《ちゅうはんご》快よく一睡した後《のち》、運動かたがたこの茶園へと歩《ほ》を運ばした。茶の木の根を一本一本嗅ぎ
ながら、西側の杉垣のそばまでくると、枯菊を押し倒してその上に大きな猫が前後不覚に寝ている。彼は吾輩の近づくのも一向《いっこう》心付かざるごとく、また心付くも無頓着なるごとく、大きな鼾《いびき》をして長々と体を横《よこた》えて眠っている。他《ひと》の庭内に忍び入りたるものがかくまで平気に睡《ねむ》られるものかと、吾輩は窃《 ひそ》かにその大胆なる度胸に驚かざるを得なかった。彼は純粋
の黒猫である。わずかに午《ご》を過ぎたる太陽は、透明なる光線を彼の皮膚の上に抛《な》げかけて、きらきらする柔毛《にこげ》の間より眼に見えぬ炎でも燃《も》え出《い》ずるように思われた。彼は猫中の大王とも云うべきほどの偉大なる体格を有している。吾輩の倍はたしかにある。吾輩は嘆賞の念と、好奇の心に前後を忘れて彼の前に佇立《ちょりつ》して余念もなく
眺《なが》めていると、静かなる小春の風が、杉垣の上から出たる梧桐《ごとう》の枝を軽《かろ》く誘ってばらばらと二三枚の葉が枯菊の茂みに落ちた。大王はかっとその真丸《まんまる》の眼を開いた。今でも記憶している。その眼は人間の珍重する琥珀《こはく》というものよりも遥《はる》かに美しく輝いていた。彼は身動きもしない。双眸《そうぼう》の奥から射るごとき光を吾輩の矮小《わいしょ
う》なる額《ひたい》の上にあつめて、御めえ［＃「御めえ」に傍点］は一体何だと云った。大王にしては少々言葉が卑《いや》しいと思ったが何しろその声の底に犬をも挫《ひ》しぐべき力が籠《こも》っているので吾輩は少なからず恐れを抱《いだ》いた。しかし挨拶《あいさつ》をしないと険呑《けんのん》だと思ったから「吾輩は猫である。名前はまだない」となるべく平気を装《よそお》って冷然と答えた。しかしこの
時吾輩の心臓はたしかに平時よりも烈しく鼓動しておった。彼は大《おおい》に軽蔑《けいべつ》せる調子で「何、猫だ？　猫が聞いてあきれらあ。全《ぜん》てえどこに住んでるんだ」随分｜傍若無人《ぼうじゃくぶじん》である。「吾輩はここの教師の家《うち》にいるのだ」「どうせそんな事だろうと思った。いやに瘠《や》せてるじゃねえか」と大王だけに気焔《きえん》を吹きかける。言葉付から察するとど
うも良家の猫とも思われない。しかしその膏切《あぶらぎ》って肥満しているところを見ると御馳走を食ってるらしい、豊かに暮しているらしい。吾輩は「そう云う君は一体誰だい」と聞かざるを得なかった。「己《お》れあ車屋の黒《くろ》よ」昂然《こうぜん》たるものだ。車屋の黒はこの近辺で知らぬ者なき乱暴猫である。しかし車屋だけに強いばかりでちっとも教育が
ないからあまり誰も交際しない。同盟敬遠主義の的《まと》になっている奴だ。吾輩は彼の名を聞いて少々尻こそばゆき感じを起すと同時に、一方では少々｜軽侮《けいぶ》の念も生じたのである。吾輩はまず彼がどのくらい無学であるかを試《ため》してみようと思って左《さ》の問答をして見た。「一体車屋と教師とはどっちがえらいだろう」「車屋の
方が強いに極《きま》っていらあな。御めえ［＃「御めえ」に傍点］のうち［＃「うち」に傍点］の主人を見ねえ、まるで骨と皮ばかりだぜ」「君も車屋の猫だけに大分《だいぶ》強そうだ。車屋にいると御馳走《ごちそう》が食えると見えるね」「何《なあ》におれ［＃「おれ」に傍点］なんざ、どこの国へ行ったって食い物に不自由はしねえつもりだ。御めえ［＃「御めえ」に傍点］なんかも茶
畠《ちゃばたけ》ばかりぐるぐる廻っていねえで、ちっと己《おれ》の後《あと》へくっ付いて来て見ねえ。一と月とたたねえうちに見違えるように太れるぜ」「追ってそう願う事にしよう。しかし家《うち》は教師の方が車屋より大きいのに住んでいるように思われる」「箆棒《べらぼう》め、うちなんかいくら大きくたって腹の足《た》しになるもんか」　彼は大《おおい》に肝癪《かんしゃく》に障《さわ》った様子
で、寒竹《かんちく》をそいだような耳をしきりとぴく付かせてあららかに立ち去った。吾輩が車屋の黒と知己《ちき》になったのはこれからである。　その後《ご》吾輩は度々《たびたび》黒と邂逅《かいこう》する。邂逅する毎《ごと》に彼は車屋相当の気焔《きえん》を吐く。先に吾輩が耳にしたという不徳事件も実は黒から聞いたのである。　或る日例のごとく 吾輩と黒は暖か
い茶畠《ちゃばたけ》の中で寝転《ねころ》びながらいろいろ雑談をしていると、彼はいつもの自慢話《じまんばな》しをさも新しそうに繰り返したあとで、吾輩に向って下《しも》のごとく質問した。「御めえ［＃「御めえ」に傍点］は今までに鼠を何匹とった事がある」智識は黒よりも余程発達しているつもりだが腕力と勇気とに至っては到底《とうてい》黒の比較にはな
らないと覚悟はしていたものの、この問に接したる時は、さすがに極《きま》りが善《よ》くはなかった。けれども事実は事実で詐《いつわ》る訳には行かないから、吾輩は「実はとろうとろうと思ってまだ捕《と》らない」と答えた。黒は彼の鼻の先からぴんと突張《つっぱ》っている長い髭《ひげ》をびりびりと震《ふる》わせて非常に笑った。元来黒は自慢をする丈《だけ》にどこ
か足りないところがあって、彼の気焔《きえん》を感心したように咽喉《のど》をころころ鳴らして謹聴していればはなはだ御《ぎょ》しやすい猫である。吾輩は彼と近付になってから直《すぐ》にこの呼吸を飲み込んだからこの場合にもなまじい己《おの》れを弁護してますます形勢をわるくするのも愚《ぐ》である、いっその事彼に自分の手柄話をしゃべらして御茶
を濁すに若《し》くはないと思案を定《さだ》めた。そこでおとなしく「君などは年が年であるから大分《だいぶん》とったろう」とそそのかして見た。果然彼は墻壁《しょうへき》の欠所《けっしょ》に吶喊《とっかん》して来た。「たんとでもねえが三四十はとったろう」とは得意気なる彼の答であった。彼はなお語をつづけて「鼠の百や二百は一人でいつでも引き受けるがいたち［＃「いたち」に
傍点］ってえ奴は手に合わねえ。一度いたち［＃「いたち」に傍点］に向って酷《ひど》い目に逢《あ》った」「へえなるほど」と相槌《あいづち》を打つ。黒は大きな眼をぱちつかせて云う。「去年の大掃除の時だ。うちの亭主が石灰《いしばい》の袋を持って椽《えん》の下へ這《は》い込んだら御めえ［＃「御めえ」 に傍点］大きないたち［＃「いたち」に傍点］の野郎が面喰《めんくら》って飛び出したと思いねえ」「ふん」と感心して見せる。「いた
ち［＃「いたち」に傍点］ってけども何鼠の少し大きいぐれえのものだ。こん畜生《ちきしょう》って気で追っかけてとうとう泥溝《どぶ》の中へ追い込んだと思いねえ」「うまくやったね」と喝采《かっさい》してやる。「ところが御めえ［＃「御めえ」に傍点］いざってえ段になると奴め最後《さいご》 っ屁《ぺ》 をこきゃがった。臭《くせ》えの臭くねえのってそれからってえものはいたち［＃「いたち」に傍点］を見ると胸が悪くならあ」彼はここに至ってあたかも去年の臭気を今《いま》な
お感ずるごとく前足を揚げて鼻の頭を二三遍なで廻わした。吾輩も少々気の毒な感じがする。ちっと景気を付けてやろうと思って「しかし鼠なら君に睨《にら》まれては百年目だろう。君はあまり鼠を捕《と》るのが名人で鼠ばかり食うものだからそんなに肥って色つやが善いのだろう」黒の御機嫌をとるためのこの質問は不思議にも反対の結果を呈出《ていしゅつ》した。彼は喟然《きぜん》として大息《たいそく》していう
。「考《かん》げえるとつまらねえ。いくら稼いで鼠をとったって——一てえ人間ほどふてえ奴は世の中にいねえぜ。人のとった鼠をみんな取り上げやがって交番へ持って行きゃあがる。交番じゃ誰が捕《と》ったか分らねえからそのたんび［＃「たんび」に傍点］に五銭ずつくれるじゃねえか。うちの亭主なんか己《おれ》の御蔭でもう壱円五十銭くらい儲《もう》けていやがる癖に、碌《ろく》なものを食わせた事もありゃしねえ。おい人間てものあ体《てい》の善《い》い泥
棒だぜ」さすが無学の黒もこのくらいの理窟《りくつ》はわかると見えてすこぶる怒《おこ》った容子《ようす》で背中の毛を逆立《さかだ》てている。吾輩は少々気味が悪くなったから善い加減にその場を胡魔化《ごまか》して家《うち》へ帰った。この時から吾輩は決して鼠をとるまいと決心した。しかし黒の子分になって鼠以外の御馳走を猟《あさ》ってあるく事もしなかった。御馳走を食うよりも寝ていた方が気楽でいい。教師の
家《うち》にいると猫も教師のような性質になると見える。要心しないと今に胃弱になるかも知れない。　教師といえば吾輩の主人も近頃に至っては到底《とうてい》水彩画において望《のぞみ》のない事を悟ったものと見えて十二月一日の日記にこんな事をかきつけた。［＃ここから２字下げ］○○と云う人に今日の会で始めて出逢《であ》った。あの人は大分《だいぶ》放蕩《ほうとう》をした人だと云うがな
るほど通人《つうじん》らしい風采《ふうさい》をしている。こう云う質《たち》の人は女に好かれるものだから○○が放蕩をしたと云うよりも放蕩をするべく余儀なくせられたと云うのが適当であろう。あの人の妻君は芸者だそうだ、羨《うらや》ましい事である。元来放蕩家を悪くいう人の大部分は放蕩をする資格のないものが多い。また放蕩家をもって自任する連中のうちにも、放蕩する資格のないもの
が多い。これらは余儀なくされないのに無理に進んでやるのである。あたかも吾輩の水彩画に於けるがごときもので到底卒業する気づかいはない。しかるにも関せず、自分だけは通人だと思って済《すま》している。料理屋の酒を飲んだり待合へ這入《はい》るから通人となり得るという論が立つなら、吾輩も一廉《ひとかど》の水彩画家になり得る理窟《りくつ》だ。吾輩の水
彩画のごときはかかない方がましであると同じように、愚昧《ぐまい》なる通人よりも山出しの大野暮《おおやぼ》の方が遥《はる》かに上等だ。［＃ここで字下げ終わり］　通人論《つうじんろん》はちょっと首肯《しゅこう》しかねる。また芸者の妻君を羨しいなどというところは教師としては口にすべからざる愚劣の考であるが、自己の水彩画における批評眼だけはたしかなものだ。主
人はかくのごとく自知《じち》の明《めい》あるにも関せずその自惚心《うぬぼれしん》はなかなか抜けない。中二日《なかふつか》置いて十二月四日の日記にこんな事を書いている。［＃ここから２字下げ］昨夜《ゆうべ》は僕が水彩画をかいて到底物にならんと思って、そこらに抛《ほう》って置いたのを誰かが立派な額にして欄間《らんま》に懸《か》けてくれた夢
を見た。さて額になったところを見ると我ながら急に上手になった。非常に嬉しい。これなら立派なものだと独《ひと》りで眺め暮らしていると、夜が明けて眼が覚《さ》めてやはり元の通り下手である事が朝日と共に明瞭になってし まった。［＃ここで字下げ終わり］　主人は夢の裡《うち》まで水彩画の未練を背負《しょ》ってあるいていると見える
。これでは水彩画家は無論｜夫子《ふうし》の所謂《いわゆる》通人にもなれない質《たち》だ。　主人が水彩画を夢に見た翌日例の金縁｜眼鏡《めがね》の美学者が久し振りで主人を訪問した。彼は座につくと劈頭《へきとう》第一に「画《え》はどうかね」と口を切った。主人は平気な顔をして「君の忠告に従って写生を力《
つと》めているが、なるほど写生をすると今まで気のつかなかった物の形や、色の精細な変化などがよく分るようだ。西洋では昔《むか》しから写生を主張した結果｜今日《こんにち》のように発達したものと思われる。さすがアンドレア・デル・サルトだ」と日記の事はおくび［＃「おくび」に傍点］にも出さないで、またアンドレア・デル・サルトに感心する。美学
者は笑いながら「実は君、あれは出鱈目《でたらめ》だよ」と頭を掻《か》く。「何が」と主人はまだ※［＃「言＋墟のつくち」、第4水準2-88-74］《いつ》わられた事に気がつかない。「何がって君のしきりに感服しているアンドレア・デル・サルトさ。あれは僕のちょっと捏造《ねつぞう》した話だ。君がそんなに真面目《まじめ》に信じようとは思わなかったハハハハ」と大
喜悦の体《てい》である。吾輩は椽側でこの対話を聞いて彼の今日の日記にはいかなる事が記《しる》さるるであろうかと予《あらかじ》め想像せざるを得なかった。この美学者はこんな好《いい》加減な事を吹き散らして人 を担《かつ》ぐのを唯一の楽《たのしみ》にしている男である。彼はアンドレア・デル・サルト事件
が主人の情線《じょうせん》にいかなる響を伝えたかを毫《ごう》も顧慮せざるもののごとく得意になって下《しも》のような事を饒舌《しゃべ》った。「いや時々｜冗談《じょうだん》を言うと人が真《ま》に受けるので大《おおい》に滑稽的《こっけいてき》美感を挑撥《ちょうはつ》するのは面白い。せんだってある学生にニコラス・ニッ
クルベーがギボンに忠告して彼の一世の大著述なる仏国革命史を仏語で書くのをやめにして英文で出版させたと言ったら 、その学生がまた馬鹿に記憶の善い男で、日本文学会の演説会で真面目に僕の話した通りを繰り返したのは滑稽であった。ところがその時の傍聴者は約百名ばかりであったが、
皆熱心にそれを傾聴しておった。それからまだ面白い話がある。せんだって或る文学者のいる席で ハリソンの歴史小説セオファーノの話《はな》しが出たから僕はあれは歴史小説の中《うち》 で白眉《はくび》である。ことに女主人公が死ぬところは鬼気《きき》人を襲うようだと評したら、僕の向うに坐っている知
らんと云った事のない先生が、そうそうあすこは実に名文だといった。それで僕はこの男もやはり僕同様こ の小説を読んでおらないという事を知った」神経胃弱性の主人は眼を丸くして問いかけた。「そんな出鱈目《でたらめ》をいってもし相手が読んでいたらどうするつもりだ」あたかも人を欺《あざむ》くのは差支《さしつかえ》ない、ただ化《
ばけ》の皮《かわ》があらわれた時は困るじゃないかと感じたもののごとくである。美学者は少しも動じ ない。「なにその時《とき》ゃ別の本と間違えたとか何とか云うばかりさ」と云ってけらけら笑っている。この美学者は金縁の眼鏡は掛けているがその性質が車屋の黒に似たところがある。主人は黙って日の出を輪に吹いて吾輩にはそんな勇気はないと云わんばか
りの顔をしている。美学者はそれだから画《え》をかいても駄目だという目付で「しかし冗談《じょうだん》は冗談だが画というものは実際むずかしいものだよ、レオナルド・ダ・ヴィンチは門下生に寺院の壁のしみ［＃「しみ」に傍点］を写せと教えた事があるそうだ。なるほど雪隠《せついん》などに這入《はい》って雨の漏る壁を余念なく眺めていると、なかなかうまい模様画が自然に出来ているぜ。君注意して写生し
て見給えきっと面白いものが出来るから」「また欺《だま》すのだろう」「いえこれだけはたしかだよ。実際奇警な語じゃないか、ダ・ヴィンチでもいいそうな事だあね」「なるほど奇警には相違ないな」と主人は半分降参をした。しかし彼はまだ雪隠で写生はせぬようだ。　車屋の黒はその後《ご》跛《びっこ》になった。彼の光沢ある毛は漸々《だんだん》色が褪《さ》めて抜けて来る。吾輩が琥珀《こはく》よ
りも美しいと評した彼の眼には眼脂《めやに》が一杯たまっている。ことに著るしく吾輩の注意を惹《ひ》いたのは彼の元気の消沈とその体格の悪くなった事である。吾輩が例の茶園《ちゃえん》で彼に逢った最後の日、どうだと云って尋ねたら「いたち［＃「いたち」に傍点］の最後屁《さい
ごっぺ》と肴屋《さかなや》の天秤棒《てんびんぼう》には懲々 《こりごり》だ」といった。　赤松の間に二三段の紅《 こう》を綴った紅葉《こ うよう》は昔《むか》しの夢のごとく散ってつくばい［＃「つくばい」に傍点］に近く代る代る花弁《はなびら》をこぼした紅白《こうはく》の山茶花《さざ
んか》も残りなく落ち尽した。三間半の南向の椽側に冬の日脚が早く傾いて木枯《こがらし》の吹かない日はほとんど稀《まれ》になってから吾輩の昼寝の時間も狭《せば》められたような気がする。　主人は毎日学校へ行く。帰ると書斎へ立て籠
《こも》る。人が来ると、教師が厭《いや》だ厭だという。水彩画も滅多にかかない。 タカジヤスターゼも功能がないといってやめてし まった。小供は感心に休まないで幼稚園へかよう。帰ると唱歌を歌って、毬《まり》をついて、時々吾輩を尻尾《しっぽ》
でぶら下げる。　吾輩は御馳走《ごちそう》も食わないから別段｜肥《ふと》りもしないが、まずまず健康で跛《びっこ》にもならずにその日その日を暮している。鼠は決して取らない。おさんは未《いま》だに嫌《きら》いである。名前はまだつけ
てくれないが、欲をいっても際限がないから生涯《し ょうがい》この教師の家《うち》で無名の猫で終るつもりだ。

Text length: 13,979, Time to calcurate text positons: 65 ms

図 11 「吾輩は猫である　第一章」で描画された夏目漱石
Fig. 11 The portrait of Soseki NATSUME consisted with the 1st chapter of his novel, “I Am a

Cat”.
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地獄変芥川龍之介　　　　　　　一　堀川の大殿様《おほとのさま》のやうな方は、これまでは固《もと》より、後の世には恐らく二人とはいらつしやいますまい。噂に聞きますと、あの方の御誕生になる前には、大威徳明王《だいゐとくみやうおう》の御姿が御母君《おんはゝぎみ》の夢枕にお立ちになつたとか申す事でございますが、兎《と》に角《かく》御生れつきから、並々の人間とは御違ひになつてゐたやうでございます。でございますから、あの方の為《な》さいました事には、一つとして私どもの意表に出てゐないものはございません。早い話が堀川のお邸の御規模を拝見致しましても、壮大と申しませうか、豪放と申しませうか、到底《たうてい》私ども
の凡慮には及ばない、思ひ切つた所があるやうでございます。中にはまた、そこを色々とあげつらつて大殿様の御性行を始皇帝《しくわうてい》や煬帝《やうだい》に比べるものもございますが、それは諺《ことわざ》に云ふ群盲《ぐんもう》の象を撫《な》でるやうなものでもございませうか。あの方の御思召《おおぼしめし》は、決してそのやうに御自分ばかり、栄耀栄華をなさらうと申すのではございません。それよりはもつと下々の事まで御考へになる、云はば天下と共に楽しむとでも申しさうな、大腹中《だいふくちう》の御器量がございました。　それでございますから、二条大宮の百鬼夜行《ひやつきやぎやう》に御遇ひになつても、格別｜御障《お
さは》りがなかつたのでございませう。又｜陸奥《みちのく》の塩竈《しほがま》の景色を写したので名高いあの東三条の河原院に、夜な／＼現はれると云ふ噂のあつた融《とほる》の左大臣の霊でさへ、大殿様のお叱りを受けては、姿を消したのに相違ございますまい。かやうな御威光でございますから、その頃洛中の老若男女が、大殿様と申しますと、まるで権者《ごんじや》の再来のやうに尊み合ひましたも、決して無理ではございません。何時ぞや、内の梅花の宴からの御帰りに御車の牛が放れて、折から通りかゝつた老人に怪我をさせました時でさへ、その老人は手を合せて、大殿様の牛にかけられた事を
難有がつたと申す事でございます。　さやうな次第でございますから、大殿様御一代の間には、後々までも語り草になりますやうな事が、随分沢山にございました。大饗《おほみうけ》の引出物に白馬《あをうま》ばかりを三十頭、賜《たまは》つたこともございますし、長良《ながら》の橋の橋柱《はしばしら》に御寵愛の童《わらべ》を立てた事もございますし、それから又｜華陀《くわだ》の術を伝へた震旦《しんたん》の僧に、御腿《おんもゝ》の瘡《もがさ》を御切らせになつた事もございますし、——一々数へ立てゝ居りましては、とても際限がございません。が、その数多い御逸事の中でも、今では御家の重宝になつて居ります地獄変の屏風の由来程、恐ろ
しい話はございますまい。日頃は物に御騒ぎにならない大殿様でさへ、あの時ばかりは、流石《さすが》に御驚きになつたやうでございました。まして御側に仕へてゐた私どもが、魂も消えるばかりに思つたのは、申し上げるまでもございません。中でもこの私なぞは、大殿様にも二十年来御奉公申して居りましたが、それでさへ、あのやうな凄じい見物《みもの》に出遇つた事は、ついぞ又となかつた位でございます。　しかし、その御話を致しますには、予め先づ、あの地獄変の屏風を描きました、良秀《よしひで》と申す画師の事を申し上げて置く必要がございませう。　　　　　　　二　良秀と申しましたら、或は唯今でも猶、あの男の事を覚えていらつしやる方がございませう。その頃絵筆をとりましては、良秀
の右に出るものは一人もあるまいと申された位、高名な絵師でございます。あの時の事がございました時には、彼是もう五十の阪《さか》に、手がとゞいて居りましたらうか。見た所は唯、背の低い、骨と皮ばかりに痩せた、意地の悪さうな老人でございました。それが大殿様の御邸へ参ります時には、よく丁字染《ちやうじぞめ》の狩衣《かりぎぬ》に揉烏帽子《もみゑぼし》をかけて居りましたが、人がらは至つて卑しい方で、何故か年よりらしくもなく、唇の目立つて赤いのが、その上に又気味の悪い、如何にも獣めいた心もちを起させたものでございます。中にはあれは画筆を舐《な》めるので紅がつくのだなどゝ申した人も居りましたが、どう云ふもので
ございませうか。尤もそれより口の悪い誰彼は、良秀の立居《たちゐ》 振舞《ふるまひ》 が猿のやうだとか申しまして、猿秀と云ふ諢名《あだな》までつけた事がございました。　いや猿秀と申せば、かやうな御話もございます。その頃大殿様の御邸には、十五になる良秀の一人娘が、小女房《こねうばう》に上つて居りましたが、これは又生みの親には似もつかない、愛嬌のある娘《こ》でございました。その上早く女親に別れましたせゐか、思ひやりの深い、年よりはませた、
悧巧な生 れつきで、年の若いのに も 似ず、 何かとよく 気が つくもので ございますから、御台様《みだいさま》を始め外の女房たちにも、可愛がられて居たやうでございます。　すると何かの折に、丹波の国から人馴れた猿を一匹、献上したものがございまして、それに丁度｜悪戯盛《いたづらさか》りの若殿様が、良秀と云ふ名を御つけになりました。唯でさへその猿の容子が可笑《をか》しい所へ、かやうな名がついたのでご
ざいますから、 御邸中誰一人笑はないも のはござい ま せん 。それ も笑ふばかりならよろしうございますが、面白半分に皆のものが、やれ御庭の松に上つたの、やれ曹司《ざうし》の畳をよごしたのと、その度毎に、良秀々々と呼び立てゝは、兎に角いぢめたがるのでございます。　所が或日の事、前に申しました良秀の娘が、御文を結んだ寒紅梅の枝を持つて、長い御廊下を通りかゝりますと、遠くの遣戸《やりど》の向うから、
例の小猿 の良秀が、大方足 でも挫《く じ 》 い たのでございませう、何時ものやうに柱へ駆け上る元気もなく、跛《びつこ》を引き／＼、一散に、逃げて参るのでございます。しかもその後からは楚《すばえ》をふり上げた若殿様が「柑子《かうじ》盗人《ぬすびと》め、待て。待て。」と仰有《おつしや》りながら、追ひかけていらつしやるのではございませんか。良秀の娘はこれを見ますと、ちよいとの間ためらつたやうでございますが、丁度その時逃げて来た猿が、袴の
裾にす がり な が ら 、哀 れな 声 を出 して啼き立てました——と、急に可哀さうだと思ふ心が、抑へ切れなくなつたのでございませう。片手に梅の枝をかざした儘、片手に紫匂《むらさきにほひ》の袿《うちぎ》の袖を軽さうにはらりと開きますと、やさしくその猿を抱き上げて、若殿様の御前に小腰をかゞめながら「恐れながら畜生でございます。どうか御勘弁遊ばしまし。」と、涼しい声で申し上げました。　が、若殿様の方は、気負《きお》つて駆けてお出でになつ
た所 でござ いますか ら 、む づ かしい 御顔をなすつて、二三度御み足を御踏鳴《おふみなら》しになりながら、「何でかばふ。その猿は柑子盗人だぞ。」「畜生でございますから、……」　娘はもう一度かう繰返しましたがやがて寂しさうにほほ笑みますと、「それに良秀と申しますと、父が御折檻《ごせつかん》を受けますやうで、どうも唯見ては居られませぬ。」と、思ひ切つたやうに申すのでございます。これには流石《さすが》の若殿様も、我《が》を御折りになつたのでございませ
う。「 さう か。 父 親 の命乞 《いのちごひ》なら、枉《ま》げて赦《ゆる》してとらすとしよう。」　不承無承にかう仰有ると、楚《すばえ》をそこへ御捨てになつて、元いらしつた遣戸の方へ、その儘御帰りになつてしまひました。　　　　　　　三　良秀の娘とこの小猿との仲がよくなつたのは、それからの事でございます。娘は御姫様から頂戴した黄金の鈴を、美しい真紅《しんく》の紐に下げて、それを猿の頭へ懸けてやりますし、猿は又どんな事がございましても、滅多に娘の身のまはりを離れません。或時娘
の風邪《かぜ》の 心 地で 、 床 に就きました時なども、小猿はちやんとその枕もとに坐りこんで、気のせゐか心細さうな顔をしながら、頻《しきり》に爪を噛んで居りました。　かうなると又妙なもので、誰も今までのやうにこの小猿を、いぢめるものはございません。いや、反《かへ》つてだん／＼可愛がり始めて、しまひには若殿様でさへ、時々柿や栗を投げて御やりになつたばかりか、侍の誰やらがこの猿を足蹴《あしげ》にした時なぞは、大層御立腹にもなつたさうでございます。その後大
殿様がわざ／＼ 良 秀の 娘に猿を抱いて、御前へ出るやうと御沙汰になつたのも、この若殿様の御腹立になつた話を、御聞きになつてからだとか申しました。その序《ついで》に自然と娘の猿を可愛がる所由《いはれ》も御耳にはいつたのでございませう。「孝行な奴ぢや。褒めてとらすぞ。」　かやうな御意で、娘はその時、紅《くれなゐ》の袙《あこめ》を御褒美に頂きました。所がこの袙を又見やう見真似に、猿が恭しく押頂きましたので、大殿様の御機嫌は、一入《ひとしほ》よ
ろ しかつ た さ う でございます。 でございますから、大殿様が良秀の娘を御｜贔屓《ひいき》になつたのは、全くこの猿を可愛がつた、孝行恩愛の情を御賞美なすつたので、決して世間で兎や角申しますやうに、色を御好みになつた訳ではございません。尤もかやうな噂の立ちました起りも、無理のない所がございますが、それは又後になつて、ゆつくり御話し致しませう。こゝでは唯大殿様が、如何に美しいにした所で、絵師｜風情《ふぜい》の娘などに、想ひを御懸けになる方ではないと云
ふ事 を 、申し 上げて置 け ば、 よろしうございます。　さて良秀の娘は、面目を施して御前を下りましたが、元より悧巧な女でございますから、はしたない外の女房たちの妬《ねたみ》を受けるやうな事もございません。反つてそれ以来、猿と一しよに何かといとしがられまして、取分け御姫様の御側からは御離れ申した事がないと云つてもよろしい位、物見車の御供にもついぞ欠けた事はございませんでした。　が、娘の事は一先づ措《お》きまして、これから又親の良秀の事を申し上げませう。成程《なるほど》猿の方は、
かやうに間 もな く 、 皆 の も のに可愛がられるやうになりましたが、肝腎《かんじん》の良秀はやはり誰にでも嫌はれて、相不変《あひかはらず》陰へまはつては、猿秀｜呼《よばは》りをされて居りました。しかもそれが又、御邸の中ばかりではございません。現に横川《よがは》の僧都様も、良秀と申しますと、魔障にでも御遇ひになつたやうに、顔の色を変へて、御憎み遊ばしました。（尤もこれは良秀が僧都様の御行状を戯画《ざれゑ》に描いたからだなどと申しますが、何分｜下《しも》ざ
ま の 噂でご ざ います から 、 確に左様とは申されますまい。）兎に角、あの男の不評判は、どちらの方に伺ひましても、さう云ふ調子ばかりでございます。もし悪く云はないものがあつたと致しますと、それは二三人の絵師仲間か、或は又、あの男の絵を知つてゐるだけで、あの男の人間は知らないものばかりでございませう。　しかし実際、良秀には、見た所が卑しかつたばかりでなく、もつと人に嫌がられる悪い癖があつたのでございますから、それも全く自業自得とでもなすより外に、致し方はございません。　　　　　　　四　その
癖と申しますのは、 吝嗇《 りん し よく》で、慳貪《けんどん》で、恥知らずで、怠けもので、強慾で——いやその中でも取分け甚しいのは、横柄で高慢で、何時も本朝第一の絵師と申す事を、鼻の先へぶら下げてゐる事でございませう。それも画道の上ばかりならまだしもでございますが、あの男の負け惜しみになりますと、世間の習慣《ならはし》とか慣例《しきたり》とか申すやうなものまで、すべて莫迦《ばか》に致さずには置かないのでございます。これは永年良秀の弟子になつてゐた男の話でございますが、或日さる方の御邸で
名高い檜垣《 ひ が き 》 の巫女《みこ》に御霊《ごりやう》が憑《つ》いて、恐しい御託宣があつた時も、あの男は空耳《そらみゝ》を走らせながら、有合せた筆と墨とで、その巫女の物凄い顔を、丁寧に写して居つたとか申しました。大方御霊の御祟《おたゝ》りも、あの男の眼から見ましたなら、子供欺し位にしか思はれないのでございませう。　さやうな男でございますから、吉祥天を描く時は、卑しい傀儡《くぐつ》の顔を写しましたり、不動明王を描く時は、無頼《ぶらい
》の放 免《は う めん》の姿を 像 《かたど》りましたり、いろ／＼の勿体《もつたい》ない真似を致しましたが、それでも当人を詰《なじ》りますと「良秀の 描《か》いた神仏が、その良秀に冥罰《みやうばつ》を当てられるとは、異な事を聞くものぢや」と空嘯《そらうそぶ》いてゐるではございませんか。これには流石の弟子たちも呆れ返つて、中には未来の恐ろしさに、匆々暇をとつたものも、少くなかつたやうに見うけました。——先づ一口に申しましたなら、慢業重畳
《まんごふちようでふ 》とで も名づ けませうか。兎に角当時｜天《あめ》が下《した》で、自分程の偉い人間はないと思つてゐた男でございます。　従つて良秀がどの位画道でも 、 高 く止つて居りましたかは、申し上げるまでもございますまい。尤もその絵でさへ、あの男のは筆使ひでも彩色でも、まるで外の絵師とは違つて居りましたから、仲の悪い絵師仲間では、山師だなどと申す評判も、大分あつたやうでございます。その連中の申しますには、川成《かはなり》と
か金 岡《かな を か》 と か、 その 外昔の名匠の筆になつた物と申しますと、やれ板戸の梅の花が、月の夜毎に匂つたの、やれ屏風の大宮人《おほみやびと》 が、笛を 吹 く 音さへ聞えたのと、優美な噂が立つてゐるものでございますが、良秀の絵になりますと、何時でも必ず気味の悪い、妙な評判だけしか伝はりません。譬《たと》へばあの男が龍蓋寺《りゆうがいじ》の門へ描きました、五趣生死《ごしゆしやうじ》の絵に致
しま し て も 、夜更 《よ ふ》 けて門の下を通りますと、天人の嘆息《ためいき》をつく音や啜り泣きをする声が、聞えたと申す事でございます。いや、 中 には死 人の腐つて行く臭気を、嗅いだと申すものさへございました。それから大殿様の御云ひつけで描いた、女房たちの似絵《にせゑ》なども、その絵に写されたゞけの人間は、三年と尽《た》たない中に、皆魂の抜けたやうな病気になって、死んだと申すで
は ございま せん か。 悪く 云 ふも のに申させますと、それが良秀の絵の邪道に落ちてゐる、何よりの証拠ださうでございます。　が、何分前にも申し 上 げ ま し た 通 り、横紙破りな男でございますから、それが反つて良秀は大自慢で、何時ぞや大殿様が御冗談に、「その方は兎角醜いものが好きと見える。」と仰有つた時も、あの年に似ず赤い唇でにやりと気味悪く笑ひながら、「さ
やう でござります る 。かい なでの 絵師には総じて醜いものゝ美しさなどと申す事は、わからう筈がございませぬ。」と、横柄に御答へ 申し上 げま し た。 如何に本朝第一の絵師に致せ、よくも大殿様の御前へ出て、そのやうな高言が吐けたものでございます、先刻引合に出しました弟子が、内々師匠に「智羅永寿《ちらえいじゆ》」と云ふ諢名をつけて、増長慢を譏《そし》つて居り
ま し たが、 そ れ も 無理はございません。御承知でもございませうが、「智羅永寿」と申しますのは、昔震旦から渡つて参りま した天 狗 の 名でございます。　しかしこの良秀にさへ——この何とも云ひやうのない、横道者の良秀にさへ、たつた一つ人間らしい、情愛のある所がございました。　　　　　　　五　と申しますのは、良秀が、あの一人娘の小女房をまるで気違ひのやうに可愛がつてゐた事でございます。先刻申し上げ
まし た通り 、 娘も至 つて気 の やさしい、親思ひの女でございましたが、あの男の子煩悩《こぼんなう》は、決してそれにも劣り ます ま い。何し ろ 娘の着る物とか、髪飾とかの事と申しますと、どこの御寺の勧進にも喜捨をした事のないあの男が、金銭には更に惜し気もなく、整へてやると云ふのでございますから、嘘のやうな気が致すではございませんか。　が、良秀の娘を
可愛がるのは、 唯可愛がる だけ で、 やがて よい聟をとらうなどと申す事は、夢にも考へて居りません。それ所か、あの娘へ悪く 云ひ 寄る もの で もござい ましたら、反つて辻冠者《つじくわんじや》ばらでも駆り集めて、暗打《やみうち》位は喰はせ兼ねない量見でございます。でございますから、あの娘が大殿様の御声がゝりで、小女房に上りました時も、老爺《おやぢ》の方は大不服で、当座
の間は御前 へ出て も 、 苦 り 切つてばかり居りました。大殿様が娘の美しいのに御心を惹かされて、親の不承 知 な の もか まはずに、召し上げたなどと申す噂は、大方かやうな容子を見たものゝ当推量《あてずゐりやう》から出たのでございませう。　尤も其噂は嘘でございましても、子煩悩の一心から、良秀が始終娘の下るやうに祈つて居りましたのは確でございま
す 。或時大殿様の御云ひつ け で、稚児文殊《 ちごもんじゆ》を描きました時も、御寵愛の童《わらべ》の顔を写 し ま し て 、見事な出来でございましたから、大殿様も至極御満足で、「褒美には望みの物を取らせるぞ。遠慮なく望め。」と云ふ難有い御言《おことば》が下りました。すると良秀は畏まつて、何を申すかと思ひますと、「何卒私
の娘をば 御下げ 下さいまするやう に。 」 と臆面もな く申し上げました。外のお邸ならば兎も角も、堀河の 大殿 様の 御 側 に 仕へてゐるのを、如何に可愛いからと申しまして、かやうに無躾《ぶしつけ》に御暇を願ひますものが、どこの国に居りませう。これには大腹中の大殿様も聊《いさゝ》か御機嫌を損じたと見えまして、暫くは唯、黙つて良秀の顔を眺めて御居
でになりましたが、やがて、「それはならぬ。」と吐出《はきだ》すやうに仰有ると、急にその儘御 立にな つ てしまひました。かやうな事が、前後四五遍もございま し たら う か 。今になつて 考へて見ますと、大殿様の良秀を御覧になる眼は、その都度にだんだんと冷やかになつていらしつたやうでございます。すると又、それにつけても、娘の方は父親の身が案じられるせゐでゞもございますか、曹司へ下つてゐる時などは、よく袿《うちぎ》の
袖を噛んで、しく／＼泣いて居りました。そこで大殿様が良秀の娘に懸想《けさう》なすつたなどと申す噂が、愈々拡がるやうになつたのでございませう。中には地 獄 変の屏風の由来も、実は娘が大殿様の御意に従 はな かつた からだなどと申すものも居りますが、元よりさやうな事がある筈はございません。　私どもの眼から見ますと、大殿様が良秀の娘を御下げにならなかつたのは、全く娘の身の上を哀れに思召したからで、あのやうに頑《かたくな》な親の
側へやるよりは御邸に置いて、何の不自由なく暮させてやらうと云ふ難有い御考へだつたやうでございます。それは元より気立ての優しいあの娘を、 御贔 屓 になつたのには間違ひございません 。 が、 色を 御 好みになつたと申しますのは、恐らく牽強附会《けんきやうふくわい》の説でございませう。いや、跡方もない嘘と申した方が、宜しい位でございます。　それは兎も角もと致しまして、かやうに娘の事から良秀の御覚えが大分悪くなつて来た時でございます。ど
う思召したか、大殿様は突然良秀を御召になつて、地獄変の屏風を描くやうにと、御云ひつけなさいました。　　　　　　　六　地獄変の屏風と申します と 、私はもうあ の恐ろしい画面 の景色が、あり あり と眼の前へ浮んで来るやうな気が致します。　同じ地獄変と申しましても、良秀の描きましたのは、外の絵師のに比べますと、第一図取りから似て居りません。それは一帖の屏風の片隅へ、小さく十王を始め眷属《けんぞく》たちの姿を描いて、あとは一面に紅蓮《ぐれん》
大紅蓮《だいぐれん》の猛火が剣山刀樹も爛《たゞ》れるかと思ふ程渦を巻いて居りました。でございますから、唐《から》めいた冥官《めうくわん》たちの衣 裳が、 点々 と黄や藍を綴つて居ります外は、どこを見ても烈々とした火焔の色で、 その中をまるで卍のやうに、墨を飛ばした黒煙と金粉を煽つた火の粉とが、舞ひ狂つて居るのでございます。　こればかりでも、随分人の目を驚かす筆勢でございますが、その上に又、業火《ごふくわ》に焼かれて、転々と苦しんで居ります罪人も、殆ど
一人として通例の地獄絵にあるものはございません。何故《なぜ》かと申しますと良秀は、この多くの罪人の中に、上は月卿雲客《げつけいうんかく》から下は乞食非人まで、 あらゆる身分の人間を写して来たからでございます。束帯のいかめしい殿上人《 てんじやうびと》、五つ衣《ぎぬ》のなまめかしい青女房、珠数をかけた念仏僧、高足駄を穿いた侍学生《さむらひがくしやう》、細長《ほそなが》を着た女《め》の童《わらは》、幣《みてぐら》をかざした陰陽師《おんみやうじ》——一々数へ立てゝ居りましたら、とても際限
はございますまい。兎に角さう云ふいろ／＼の人間が、火と煙とが逆捲く中を、牛頭《ごづ》馬頭《めづ》の獄卒に虐《さいな》まれて、大風に吹き散らされる落葉のやうに、紛々 と 四方八方 へ逃げ迷つてゐるので ございます。鋼叉《さすまた》に髪をからまれて、蜘蛛よりも手足を縮めてゐる女は、神巫《かんなぎ》の類《たぐひ》でゞもございませうか。手矛《てほこ》に胸を刺し通されて、蝙蝠《かはほり》のやうに逆になつた男は、生受領《なまずりやう》か何かに相違ございますまい。その外或は鉄《くろがね》の笞《しもと》に打たれるも
の、或は千曳《ちびき》の磐石《ばんじやく》に押されるもの、或は怪鳥《けてう》の嘴《くちばし》にかけられるもの、或は又毒龍の 顎《 あ ぎと 》 に噛まれ るもの——、呵責《かしやく》も亦罪人の数に応じて、幾通 りあるかわかりません。　が、その中でも殊に一つ目立つて凄《すさま》じく見えるのは、まるで獣《けもの》の牙のやうな刀樹の頂きを半ばかすめて（その刀樹の梢にも、多くの亡者が※［＃「壘」の「土」に代えて「糸」、第3水準1-90-24］々《るゐ／＼》と、五体を貫《つらぬ》かれて居りましたが）中
空《なかぞ ら》から落ちて来る一輛の牛車でございませう。地獄の風に吹き上げられた、その車の簾《すだれ》の中には、女御、更衣 にも まがふばかり、 綺羅《きら》 びやかに装つた女房 が、丈の黒髪を炎の中になびかせて、白い頸《うなじ》を反《そ》らせながら、悶え苦しんで居りますが、その女房の姿と申し、又燃えしきつてゐる牛車と申し、何一つとして炎熱地獄の責苦を偲《しの》ばせないものはございません。云はゞ広い画面の恐ろしさが、この一人の人物に輳《あつま》つてゐると
で も 申 しませうか。これを見るものゝ耳の底には、自然と物凄い叫喚の声が伝はつて来るかと疑ふ程、入 神の 出来映えでございました。　あゝ、 これでございます、これを描く為めに、あの恐ろしい出来事が起つたのでございます。又さもなければ如何に良秀でも、どうしてかやうに生々と奈落の苦艱《くげん》が画かれませう。あの男はこの屏風の絵を仕上げた代りに、命さへも捨てるやうな、無惨な目に出遇ひました。云はゞこの絵の地獄は、本朝第一
の絵師良秀が 、 自分で何時か墜ちて行く地獄だつたのでございます。……　私はあの珍し い地獄変の屏風の事を申上げ ま すのを急い だあ ま りに、或は御話の順序を顛倒致したかも知れません。が、これからは又引き続いて、大殿様から地獄絵を描けと申す仰せを受けた良秀の事に移りませう。　　　　　　　七　良秀はそれから五六箇月の間、まるで御邸へも伺はないで、屏風の絵にばかりかゝつて居
りま し た。 あれ程の子煩悩がいざ絵を描くと云ふ段になりますと、娘の顔を見る気もなくなると申すのでございますか ら 、不 思議なものではござ いま せんか。 先 刻 申し上げました弟子の話では、何でもあの男は仕事にとりかゝりますと、まるで狐でも憑《つ》いたやうになるらしうございます。いや実際当時の風評に、良秀が画道で名を成したのは、福徳の大神《おほかみ》に祈誓《きせい》をかけたからで、その証拠にはあの男が絵を描いてゐる所を、そつと物陰《
もの か げ》 から覗いて見ると、必ず陰々として霊狐の姿が、一匹ならず前後左右に、群つてゐ る のが見えるなど と 申 す者も ご ざ いました。その位でございますから、いざ画筆を取るとなると、その絵を描き上げると云ふより外は、何も彼も忘れてしまふのでございませう。昼も夜も一間に閉ぢこもつたきりで、滅多に日の目も見た事はございません。——殊に地獄変の屏風を描いた時には、かう云ふ夢中になり方が、甚しかつたやうでご
ざいます。 　と申し ますのは何もあの男が、昼も蔀《しとみ》も下《おろ》した部屋の中で 、結燈台《ゆひと うだい》 の火の下 に、 秘密の絵の具を合せたり、或は弟子たちを、水干やら狩衣やら、さま／″＼に着飾らせて、その姿を、一人づゝ丁寧に写したり、——さう云ふ事ではございません。それ位の変つた事なら、別にあの地獄変の屏風を描かなくとも、仕事にかゝつてゐる時とさへ申しますと、何時でもやり兼ねない男なのでございます。いや、現に龍蓋寺《りゆ
うがい じ 》 の五趣生死《ごしゆしやうじ》の図を描きました時などは、当り前の人間なら、わ ざ と 眼を 外《そ》らせて行くあの往来 の屍 骸の前へ、悠々と腰を下して、半ば腐れかかつた顔や手足を、髪の毛一すぢも違へずに、写して参つた事がございました。では、その甚しい夢中になり方とは、一体どう云ふ事を申すのか、流石に御わかりにならない方もいらつしやいませう。それは唯今詳しい事は申し上げてゐる暇もございませんが、主な話を御耳に
入れ ま す と、大体｜先《まづ》かやうな次第なのでございます。　良秀の弟子の一人が（これもやはり 、前に申 した男でございま すが） 或 日絵の具を溶いて居りますと、急に師匠が参りまして、「己は少し午睡《ひるね》をしようと思ふ。がどうもこの頃は夢見が悪い。」とかう申すのでございます。別にこれは珍しい事でも何でもございませんから、弟子は手を休めずに、唯、「さやうでございますか。」と一通りの挨拶を致しました。所が、良秀は、何時になく寂しさうな
顔をして、 「就いては、己が午睡をしてゐる間中、枕もとに坐つてゐて貰ひたいのだが。」と、遠慮がましく頼むでは ご ざい ま せんか。 弟子 は何 時に なく、師匠が夢なぞを気にするのは、不思議だと思ひましたが、それも別に造作のない事でございますから、「よろしうございます。」と申しますと、師匠はまだ心配さうに、「では直に奥へ来てくれ。尤も後で外の弟子が来ても、己の睡つてゐる所へは入れないやうに。」と、ためらひながら云ひつけました。奥と申しますのは、あの男が画
を 描き ます 部屋で、その日も夜のやうに戸を立て切つた中に、ぼんやりと灯をともしながら、まだ焼筆《 やき ふで》 で図取りだけし か出 来て ゐない 屏風が、ぐるりと立て廻してあつたさうでございます。さてこゝへ参りますと、良秀は肘を枕にして、まるで疲れ切つた人間のやうに、すや／＼、睡入つてしまひましたが、ものゝ半時とたちません中に、枕もとに居ります弟子の耳には、何とも彼とも申しやうのない、気味の悪い声がはいり始めました。　　　　　　　八　それが始めは唯、
声でございま したが、暫くしますと、次第に切れ／″＼な語《ことば》になつて、云はゞ溺れかゝつた人 間が水 の中で呻《うな》るやうに、かやうな事を申す の でござ います。「なに、己に来いと云ふのだな。——どこへ——どこへ来いと？　奈落へ来い。炎熱地獄へ来い。——誰だ。さう云ふ貴様は。——貴様は誰だ——誰だと思つたら」　弟子は思はず絵の具を溶く手をやめて、恐る／＼師匠の顔を、覗くやうにして透して見ますと、皺だらけな顔が白くなつた上に大粒《おほつぶ》な汗を滲《にじ》ませながら、唇の干《かわ
》い た 、 歯の疎《まばら》な口を喘《あへ》ぐやうに大きく開けて居ります。さうしてその口 の中で、何か糸でもつけて引張つてゐる か と 疑ふ程、目まぐるしく動くものがあると思ひますと、それがあの男の舌だつたと申すではございませんか。切れ切れな語は元より、その舌から出て来るのでございます。「誰だと思つたら——うん、貴様だな。己も貴様だらうと思つてゐた。なに、迎へに来たと？　だから来い。奈落へ来い。奈落には——奈落には己の娘が待つてゐる。」　その時、弟子の眼には、朦朧とした異形《い
ぎやう 》 の影が、屏風の面《おもて》をかすめてむらむらと下りて来るやうに見えた程、気味の悪い心も ちが致したさうでございます。勿論弟子はすぐに良秀に手をかけて 、 力のあ ら ん限り 揺り起しましたが、師匠は猶｜夢現《ゆめうつゝ》に独《ひと》り語《ごと》を云ひつゞけて、容易に眼のさめる気色はございません。そこで弟子は思ひ切つて、側にあつた筆洗の水を、ざぶりとあの男の顔へ浴びせかけました。「待つてゐるから、この車へ乗つて来い——この車へ乗つて、奈落へ来い——」と云ふ語がそれと同時に、喉《のど》
をしめ ら れるやうな呻き声に変つたと思ひますと、やつと良秀は眼を開いて、針で刺されたよりも慌しく、矢庭にそこへ刎《は》ね起きましたが、まだ夢の中の異類《いるゐ》異形《いぎやう 》 が、※［ ＃ 「 目＋匡」、第3水準1-88-81］《まぶた》の後を去らないのでございませう。暫くは唯恐ろしさうな眼つきをして、やはり大きく口を開きながら、空を見つめて居りましたが、やがて我に返つた容子で、「もう好いから、あちらへ行つてくれ」と、今度は如何にも素《そ》つ気《け》なく、云ひつけるのでございます。弟子はかう云ふ時に逆ふ
と、 何時でも大小言《おほこごと》を云はれるので、匆々師匠の部屋から出て参りましたが、まだ明い外の日の光を見た時には、まるで自分が悪夢から覚めた様な、ほつとした気が致したとか申して居りました。　しかしこ れなぞ は まだよ い方なので、その後一月ばかりたつてから、今度は又別の弟子が、わざわざ奥へ呼ばれますと、良秀はやはりうす暗い油火の光りの中で、絵筆を噛んで居りましたが、いきなり弟子の方へ向き直つて、「御苦労だが、又裸になつて貰はうか。」と申すのでございます。これはその時までにも、どうかすると師匠が云ひつけた事で
ござ います から、弟子は早速衣類をぬぎすてて、赤裸《あかはだか》になりますと、あの男は妙に顔をしかめながら、「わしは鎖《くさり》で縛られた人間が見たいと思ふのだが、気の毒でも暫くの間、わし のする通りになつてゐてはくれ ま いか。」と、その癖少しも気の毒らしい容子などは見せずに、冷然とかう申しました。元来この弟子は画筆などを握るよりも、太刀でも持つた方が好ささうな、逞しい若者でございましたが、これには流石に驚いたと見えて、後々までもその時の話を致しますと、「これは師匠が気が違つて、私を殺すのではないかと思ひました」と繰
返し て申したさう でございます。が、良秀の方では、相手の愚図々々してゐるのが、燥《じれ》つたくなつて参つたのでございませう。どこから出したか、細い鉄の鎖をざら／＼と手繰《たぐ》りながら、殆ど飛びつくやうな勢ひで、弟子の背中へ乗りかかりますと、否応なしにその儘両腕を捻ぢあげて、ぐる／＼巻きに致してしまひました。さうして又その鎖の端を邪慳《じやけん》にぐいと引きましたからたまりません。弟子の体ははづみを食つて、勢よく床《ゆか》を鳴らしながら、ごろりとそこへ横倒しに倒れてしまつたのでございます。　　　　　　　九　その時の弟子の恰好《かつかう》は、
まる で酒甕 を転がしたやうだとでも申しませうか。何しろ手も足も惨《むご》たらしく折り曲げられて居りますから、動くのは唯首ばかりでございます。そこへ肥つた体中の血が、鎖に循環《めぐり》を止められたので、顔と云はず胴と云はず、一面に皮膚の色が赤み走つて参るではございませんか。が、良秀にはそれも格別気にならないと見えまして、その酒甕のやうな体のまはりを、あちこちと廻つて眺めながら、同じやうな写真の図を何枚となく描いて居ります。その間、縛られてゐる弟子の身が、どの位苦しかつたかと云ふ事は、何もわざ／＼取り立てゝ申し上げるまでもございますまい。　が、もし何
事も起 らなかつたと致しましたら、この苦しみは恐らくまだその上にも、つゞけられた事でございませう。幸（と申しますより、或は不幸にと申した方がよろしいかも知れません。）暫く致しますと、 部 屋の隅にある壺の蔭 から、まるで黒い油のやうなものが、一すぢ細くうねりながら、流れ出して参りました。それが始の中は余程粘り気のあるものゝやうに、ゆつくり動いて居りましたが、だん／＼滑らかに、辷《すべ》り始めて、やがてちら／＼光りながら、鼻の先まで流れ着いたのを眺めますと、弟子は思はず、息を引いて、「蛇が——蛇が。」と喚《わめ》きました。その時
は全く 体中の血が一 時に凍るかと思つたと申しますが、それも無理はございません。蛇は実際もう少しで、鎖の食ひこんでゐる、頸の肉へその冷い舌の先を触れようとしてゐたのでございます。この思ひ も よ らない出来 事には、いくら横道な良秀でも、ぎよつと致した のでございませう。慌てて画筆を投げ棄てながら、咄嗟に身をかがめたと思ふと、素早く蛇の尾をつかまへて、ぶらりと逆に吊り下げました。蛇は吊り下げられながらも、頭を上げて、きり／＼と自分の体へ巻つきましたが、どうしてもあの男の手の所まではとどきません。「おのれ故に
、あつ たら 一筆《ひとふで》を仕損《しそん》じたぞ。」　良秀は忌々しさうにかう呟くと、蛇はその儘部屋の隅の壺の中へ抛りこんで、それからさも不承無承《ふしようぶしよう》に、弟子の体へかゝ つてゐ る鎖を解いてくれました。それも唯解いてくれたと云ふ丈で、肝腎の弟子の方へは、優しい言葉一つかけてはやりません。大方弟子が蛇に噛まれるよりも、写真の一筆を誤つたのが、業腹《ごふはら》だつたのでございませう。——後で聞きますと、この蛇もやはり姿を写す為にわざ／＼あの男が飼つてゐたのださうでございます。　これだけの事を御聞き
になつた のでも、良秀の気違ひじみた、薄気味の悪い夢中になり方が、略《ほゞ》御わかりになつた事でございませう。所が最後に一つ、今度はまだ十三四の弟子が、やはり地獄変の屏風の御かげで、云はゞ命にも関《 かゝ 》 はり 兼《か》 ねない、恐ろしい目に 出遇ひました。その弟子は生れつき色の白い女のやうな男でございましたが、或夜の事、何気なく師匠の部屋へ呼ばれて参りますと、良秀は燈台の火の下で掌《てのひら》に何やら腥《なまぐさ》い肉をのせながら、見慣れない一羽の鳥を養つてゐるのでございます。大きさは先《
まづ》、 世の常の猫ほどもございませうか。さう云へば、耳のやうに両方へつき出た羽毛と云ひ、琥珀《こはく》のやうな色をした、大きな円い眼《まなこ》と云ひ、見た所も何となく猫に似て居りました。　　　　　　　十　元 来 良秀と云ふ男は、何でも自分のしてゐる事に嘴《 くちばし 》 を入れられるのが大嫌ひで、先刻申し上げた蛇などもさうでございますが、自分の部屋の中に何があるか、一切さう云ふ事は弟子たちにも知らせた事がございません。でございますから、或時は机の上に髑髏《されかうべ》がのつてゐたり、或時は又、銀《しろがね》の椀や蒔絵の高
坏《たかつき》が並んでゐたり、その時描いてゐる画次第で、随分思ひもよらない物が出て居りました。が、ふだんはかやうな品を、一体どこにしまつて置くのか、それは又誰にもわからなかつたさうでございます。あの男が福徳の大神の冥助を受けてゐるなど ゝ申す噂も 、一つは確にさう云ふ事が起り に な つて ゐたのでございませう。　そこで弟子は、机の上のその異様な鳥も、やはり地獄変の屏風を描くのに入用なのに違ひないと、かう独り考へながら、師匠の前へ畏《かしこ》まつて、「何か御用でございますか」と、恭々しく申しますと、良秀はまるでそれが
聞えないやうに、あの赤い唇へ舌なめずりをして、「どうだ。よく馴れてゐるではないか。」と、鳥の方へ頤《あご》をやります。「これは何と云ふものでございませう。私はついぞまだ、見た事がございませんが。」　弟子はかう申しながら、この耳のある、猫のやうな鳥を、気味悪さうに じ ろじろ眺めますと、良秀は不相変《あひかはらず》 何時もの嘲笑《あ ざ わ ら》ふやうな調子で、「なに、見た事がない？　都育ちの人間はそれだから困る。これは二三日前に鞍馬の猟師がわしにくれた耳木兎《みゝづく》と云ふ鳥だ。唯、こんなに馴れてゐるのは、沢山あるまい。」　かう云ひながらあの男は、徐
《おもむろ》に手をあげて、丁度餌を食べてしまつた耳木兎の背中の毛を、そつと下から撫で上げました。するとその途端でございます。鳥は急に鋭い声で、短く一声啼いたと思ふと、忽ち机の上から飛び上つて、両脚の爪を張りながら、いきなり弟子の顔へとびかゝりました。もしその時、 弟子 が袖をかざして、慌てゝ顔を隠さなかつたなら、きつと も う 疵《 きず》の一つや二つは負はされて居りましたらう。あつと云ひながら、その袖を振つて、逐ひ払はうとする所を、耳木兎は蓋《かさ》にかかつて、嘴を鳴らしながら、又一突き——弟子は師匠の前も忘れて、立つては防ぎ、坐つては逐ひ、
思はず狭い部屋の中を、あちらこちらと逃げ惑ひました。怪鳥《けてう》も元よりそれにつれて、高く低く翔《かけ》りながら、隙さへあれば驀地《まつしぐら》に眼を目がけて飛んで来ます。その度にばさ／＼と、凄じく翼を鳴すのが、落葉の匂だか、滝の水沫《しぶき》とも或は又猿酒の饐《す》ゑたいきれだか何やら怪しげなものゝけ はひを誘つて 、 気味の 悪さと云つたらございません。さう云へばその弟子も、うす暗い油火の光さへ朧《おぼろ》げな月明りかと思はれて、師匠の部屋がその儘遠い山奥の、妖気に閉された谷のやうな、心細い気がしたとか申したさうでございます。
　しかし弟子が恐しかつたのは、何も耳木兎に襲はれると云ふ、その事ばかりではございません。いや、それよりも一層身の毛がよだつたのは、師匠の良秀がその騒ぎを冷然と眺めながら、徐に紙を展《の》べ筆を舐《ねぶ》つて、女のやうな少年が異形な鳥に虐《さいな》まれる、物凄い有様を写してゐた事でございます。弟子は一目それを見ますと、忽ち云 ひやう のない恐ろしさに脅《おびや》かされて、実際一時は師匠の為に、殺されるのではないかとさへ、思つたと申して居りました。　　　　　　　十一　実際師匠に殺されると云ふ事も、全くないとは申されません。現にその晩わ
ざわざ弟子を呼びよせたのでさへ、実は耳木兎を唆《けし》かけて、弟子の逃げまはる有様を写さうと云ふ魂胆らしかつたのでございます。でございますから、弟子は、師匠の容子を一目見るが早いか、思はず両袖に頭を隠しながら、自分にも何と云つたかわからないやうな悲鳴をあげて、その儘部屋の隅の遣戸《やりど》の裾へ、居すくまつてしまひました。とその拍子に、良秀も何やら 慌て たやうな声をあげて、立上つた気色でございましたが、忽ち耳木兎の羽音が一層前よりもはげしくなつて、物の倒れる音や破れる音が、けたゝましく聞えるではございませんか。これには弟子も二度、度を失つて、思はず隠してゐた頭を上
げて見ますと、部屋の中は何時かまつ暗になつてゐて、師匠の弟子たちを呼び立てる声が、その中で苛立しさうにして居ります。　やがて弟子の一人が、遠くの方で返事をして、それから灯をかざしながら、急いでやつて参りましたが、その煤臭《すゝくさ》い明《あか》りで眺めますと、結燈台《ゆひとうだい》が倒れたので、床も畳も一面に油だらけになつた所へ、さつきの耳木兎が片方の翼ばかり、苦しさうにはためかしながら、転げまはつてゐるのでございます。良秀は机の向うで半ば体を起した儘、流石に呆気《あつけ》にとられたやうな顔をして、何やら人にはわからない事を、ぶつ／＼呟いて居りました。——それも無理では
ございません。あの耳木兎の体には、まつ黒な蛇が一匹、頸から片方の翼へかけて、きりきりと捲きついてゐるのでございます。大方これは弟子が居すくまる拍子に、そこにあつた壺をひつくり返して、その中の蛇が這ひ出したのを、耳木兎がなまじひに掴みかゝらうとしたばかりに、とう／＼かう云ふ大騒ぎが始まつたのでございませう。二人の弟子は互に眼と眼とを見合せて、暫くは 唯、この不思議な光景をぼんやり眺めて居りましたが 、やがて師匠に黙礼をして、こそ／＼部屋へ引き下つてしまひました。蛇と耳木兎とがその後どうなつたか、それは誰も知つてゐるものはございません。——　かう云ふ類《たぐひ》の事は、その外まだ、幾つとなくございました。前には申し落し
ましたが、地獄変の屏風を描けと云ふ御沙汰があつたのは、秋の初でございますから、それ以来冬の末まで、良秀の弟子たちは、絶えず師匠の怪しげな振舞に脅《おびや》かされてゐた訳でございます。が、その冬の末に良秀は何か屏風の画で、自由にならない事が出来たのでございませう、それまでよりは、一層容子も陰気になり、物云ひも目に見えて、荒々しく なつて参りました。と同時に又屏風の画も、下画が八分通り出来上つた儘、更に捗《はか》どる模様はございません。いや、どうかすると今までに描いた所さへ、塗り消してもしまひ兼ねない気色なのでございます。　その癖、屏風の何が自由にならないのだか、それは誰にもわかりません。又、誰もわから
うとしたものもございますまい。前のいろ／＼な出来事に懲りてゐる弟子たちは、まるで虎狼と一つ檻《をり》にでもゐるやうな心もちで、その後師匠の身のまはりへは、成る可く近づかない算段をして居りましたから。　　　　　　　十二　従つてその間の事に就いては、別に取り立てゝ申し上げる程の御話もございません。もし強ひて申し上げると致しましたら、それはあの強情な老爺《おやぢ》が、何故《なぜ》か妙に涙｜脆《もろ》くなつて、人のゐない所では時々独りで泣いてゐたと云ふ御話位なものでございませう。殊に或日、何かの用で弟子の一人が、庭先へ参りました時なぞは廊下に立つてぼんやり春の近い空を眺めてゐる師匠の眼が、涙で一ぱいになつてゐたさうでございます。弟子はそれを見ますと、反つてこちらが
恥しいやうな気がしたので、黙つてこそ／＼引き返したと申す事でございますが、五趣生死《ごしゆしやうじ》の図を描く為には、道ばたの屍骸さへ写したと云ふ、傲慢なあの男が、屏風の画が思ふやうに描けない位の事で、子供らしく泣き出すなどと申すのは、随分異なものでございませんか。　所が一方良秀がこのやうに、まるで正気の人間とは思はれない程夢中になつて、屏風の絵を描いて居ります中に、又一方ではあの娘が、何故かだん／＼気鬱になつて、 私どもにさへ涙を堪へてゐる容子が、眼に立つて参りました。それが元来｜愁顔《うれひがほ》の、色の白い、つゝましやかな女だけに、かうなると何だか睫毛《まつげ》が重くなつて、眼のまはりに隈《くま》がかゝつたやうな、余計寂しい気が
致すのでございます。初はやれ父思ひのせゐだの、やれ恋煩ひをしてゐるからだの、いろ／＼臆測を致したものがございますが、中頃から、なにあれは大殿様が御意に従はせようとしていらつしやるのだと云ふ評判が立ち始めて、夫《それ》からは誰も忘れた様に、ぱつたりあの娘の噂をしなくなつて了ひました。　丁度その頃の事でございませう。或夜、 更《かう》が闌《た》けてから、私が独り御廊下を通りかゝりますと、あの猿の良秀がいきなりどこからか飛んで参 り まして、私の袴の裾を頻りにひつぱるのでございます、確、もう梅の匂でも致しさうな、うすい月の光のさしてゐる、暖い夜でございましたが、其明りですかして見ますと、猿はまつ白な歯をむき出しながら、鼻の先へ皺をよせて、気が違はない
ばかりにけたゝましく啼き立てゝゐるではございませんか。私は気味の悪いのが三分と、新しい袴をひつぱられる腹立たしさが七分とで、最初は猿を蹴放して、その儘通りすぎようかとも思ひましたが、又思ひ返して見ますと、前にこの猿を折檻して、若殿様の御不興を受けた侍《さむらひ》の例もございます。それに猿の振舞が、どうも唯事とは思はれません。そこでとう／＼私も思ひ切つて、そのひつぱる方へ五六間歩くともなく歩いて参りました。　すると御廊下 が一曲り曲つて、夜目にもうす白い御池の水が枝ぶりのやさしい松の向うにひろ／″＼と見渡せる、丁度そこ迄参つた時の事でございます。どこか近くの部屋の中で人の争つてゐるらしいけはひが、慌《あわたゞ》しく、又妙にひつ
そりと私の耳を脅しました。あたりはどこも森《しん》と静まり返つて、月明りとも靄《もや》ともつかないものゝ中で、魚の跳る音がする外は、話し声一つ聞えません。そこへこの物音でございますから。私は思はず立止つて、もし狼藉者《らうぜきもの》でゞもあつたなら、目にもの見せてくれようと、そつとその遣戸の外へ、息をひそめながら身をよせました。　　　　　　　十三　 所が猿は私のやり方がまだるかつたのでございませう。良秀はさもさももどかしさうに、二三度私の足のまはり を 駈けまはつたと思ひますと、まるで咽《のど》を絞められたやうな声で啼きながら、いきなり私の肩のあたりへ一足飛に飛び上りました。私は思はず頸《うなじ》を反らせて、その爪にかけられまいとする、猿は又｜水干《すゐかん》の袖にかじりついて、私の体から辷《すべ》り落ち
まいとする、——その拍子に、私はわれ知らず二足三足よろめいて、その遣り戸へ後ざまに、したゝか私の体を打ちつけました。かうなつてはもう一刻も躊躇してゐる場合ではございません。私は矢庭に遣り戸を開け放して、月明りのとどかない奥の方へ跳りこまうと致しました。が、その時私の眼を遮《さへぎ》つたものは——いや、それよりももつと私は、同時にその部屋の中から、弾かれたやうに駈け出さうとした女の方に驚かされました。女は出合頭に危く私に衝き当らうとして、その儘外へ転 び出ましたが、何故《なぜ》かそこへ膝をついて、息を切らしながら私の顔を、何か恐ろしいものでも見るやうに、戦《をのゝ》き／＼見上げてゐるのでございます。　それが良秀の娘だつたことは、何もわざ／＼申し上げるまでもございますまい
。が、その晩のあの女は、まるで人間が違つたやうに、生々《いき／＼》と私の眼に映りました。眼は大きくかゞやいて居ります。頬も赤く燃えて居りましたらう。そこへしどけなく乱れた袴や袿《うちぎ》が、何時もの幼さとは打つて変つた艶《なまめか》しささへも添へてをります。これが実際あの弱々しい、何事にも控へ目勝な良秀の娘でございませうか。——私は遣り戸に身を支へて、この月明りの中にゐる美しい娘の姿を眺めながら、慌しく遠のいて行くもう一人の足音を、指させるものゝやうに指さして、誰 ですと静に眼で尋ねました。　すると娘は唇を噛みながら、黙つて首をふりました。その容子が如何にも亦、口惜《くや》しさうなのでございます。　そこで私は身をかゞめながら、娘の耳へ口をつけるやうにして、今度は「誰です」と小声で尋ねました
。が、娘はやはり首を振つたばかりで、何とも返事を致しません。いや、それと同時に長い睫毛《まつげ》の先へ、涙を一ぱいためながら、前よりも緊《かた》く唇を噛みしめてゐるのでございます。　性得《しやうとく》愚《おろか》な私には、分りすぎてゐる程分つてゐる事の外は、生憎《あいにく》何一つ呑みこめません。でございますから、私は言《ことば》のかけやうも知らないで、暫くは唯、娘の胸の動悸に耳を澄ませるやうな心もちで、ぢつとそこに立ちすくんで居りました。尤もこれは一つには、何故かこの上問ひ訊《たゞ》すのが悪いやうな、気咎めが致したからでもございます。——　それがどの位続いたか、わかりません。が、やがて明け放した遣り戸を閉しながら少しは上気の褪《さ》めたらしい娘の方を見返つて、「もう曹司へ御帰りなさい」と出来る丈やさしく申しました。さ
うして私も自分ながら、何か見てはならないものを見たやうな、不安な心もちに脅されて、誰にともなく恥しい思ひをしながら、そつと元来た方へ歩き出しました。所が十歩と歩かない中に、誰か又私の袴の裾を、後から恐る／＼、引き止めるではございませんか。私は驚いて、振り向きました。あなた方はそれが何だつたと思召します？　見るとそれは私の足もとにあの猿の良秀が、人間のやうに両手をついて、黄金の鈴を鳴しながら、何度となく丁寧に頭を下げてゐるのでございました。　　　　　　　十四　するとその晩の出来事があつてから、半月ばかり後の事でございます。或日良秀は突然御邸へ参りまして、大殿様へ直《ぢき》の御眼通りを願ひました。卑しい身分のものでございますが、日頃から格別御意に入つてゐたからでございませう。誰にでも容易に御会ひになつた事のない大殿様が、その日も快く
御承知になつて、早速御前近くへ御召しになりました。あの男は例の通り、香染めの狩衣に萎《な》えた烏帽子を頂いて、何時もよりは一層気むづかしさうな顔をしながら、恭しく御前へ平伏致しましたが、やがて嗄《しはが》れた声で申しますには「兼ね／″＼御云ひつけになりました地獄変の屏風でございますが、私も日夜に丹誠を抽《ぬき》んでて、筆を執りました甲斐が見えまして、もはやあらましは出来上つたのも同前でございまする。」「それは目出度い。予も満足ぢや。」　しかしかう仰有《おつしや》る大殿様の御声には、何故《なぜ》か妙に力の無い、張合のぬけた所がございました。「いえ、それが一向目出度くはござりませぬ。」良秀は、稍腹立しさうな容子で、ぢつと眼を伏せながら、「あらましは
出来上りましたが、唯一つ、今以て私には描けぬ所がございまする。」「なに、描けぬ所がある？」「さやうでございまする。私は総じて、見たものでなければ描けませぬ。よし描けても、得心が参りませぬ。それでは描けぬも同じ事でございませぬか。」　これを御聞きになると、大殿様の御顔には、嘲るやうな御微笑が浮びました。「では地獄変の屏風を描かうとすれば、地獄を見なければなるまいな。」「さやうでござりまする。が、私は先年大火事がございました時に、炎熱地獄の猛火《まうくわ》にもまがふ火の手を、眼のあたりに眺めました。「よぢり不動」の火焔を描きましたのも、実はあの火事に遇つたからでございまする。御前もあの絵は御承知でございませう。」「しかし罪人はどうぢや。獄卒は見た事があるまいな。」大殿様はまるで良秀の申す事が御耳にはいらなかつたやう
な御容子で、かう畳みかけて御尋ねになりました。「私は鉄《くろがね》の鎖《くさり》に縛《いましめ》られたものを見た事がございまする。怪鳥に悩まされるものゝ姿も、具《つぶさ》に写しとりました。されば罪人の呵責《かしやく》に苦しむ様も知らぬと申されませぬ。又獄卒は——」と云つて、良秀は気味の悪い苦笑を洩しながら、「又獄卒は、夢現《ゆめうつゝ》に何度となく、私の眼に映りました。或は牛頭《ごづ》、或は馬頭《めづ》、或は三面六臂《さんめんろつぴ》の鬼の形が、音のせぬ手を拍き、声の出ぬ口を開いて、私を虐《さいな》みに参りますのは、殆ど毎日毎夜のことと申してもよろしうございませう。——私の描かうとして描けぬのは、そのやうなものではございませぬ。」　それには大殿様も、流石に御驚きになつたでございませう。暫くは唯｜苛立《
いらだ》たしさうに、良秀の顔を睨めて御出になりましたが、やがて眉を険しく御動かしになりながら、「では何が描けぬと申すのぢや。」と打捨るやうに仰有いました。　　　　　　　十五「私は屏風の唯中に、檳榔毛《びらうげ》の車が一輛空から落ちて来る所を描かうと思つて居りまする。」良秀はかう云つて、始めて鋭く大殿様の御顔を眺めました。あの男は画の事と云ふと、気違ひ同様になるとは聞いて居りましたが、その時の眼のくばりには確にさやうな恐ろしさがあつたやうでございます。「その車の中には、一人のあでやかな上※［＃「藹」の「言」に代えて「月」、第3水準1-91-26］が、猛火の中に黒髪を乱しながら、悶え苦しんでゐるのでございまする。顔は煙に烟《むせ》びながら、眉を顰《ひそ》めて、空ざまに車蓋《やかた》を仰いで居りませう。手は下簾《した
すだれ》を引きちぎつて、降りかゝる火の粉の雨を防がうとしてゐるかも知れませぬ。さうしてそのまはりには、怪しげな鷙鳥が十羽となく、二十羽となく、嘴《くちばし》を鳴らして紛々と飛び繞《めぐ》つてゐるのでございまする。——あゝ、それが、その牛車の中の上※［＃「藹」の「言」に代えて「月」、第3水準1-91-26］が、どうしても私には描けませぬ。」「さうして——どうぢや。」　大殿様はどう云ふ訳か、妙に悦ばしさうな御気色で、かう良秀を御促しになりました。が、良秀は例の赤い唇を熱でも出た時のやうに震はせながら、夢を見てゐるのかと思ふ調子で、「それが私には描けませぬ。」と、もう一度繰返しましたが、突然 噛みつくやうな勢ひになつて、「どうか檳榔毛の車を一輛、私の見てゐる前で、火をかけて頂きたうございまする。さうしてもし出来まするならば——」　大殿様は御顔を暗くなすつたと思ふと、突
然けたたましく御笑ひになりました。さうしてその御笑ひ声に息をつまらせながら、仰有いますには、「おゝ、万事その方が申す通りに致して遣はさう。出来る出来ぬの詮議は無益《むやく》の沙汰ぢや。」　私はその御言を伺ひますと、虫の知らせか、何となく凄じい気が致しました。実際又大殿様の御容子も、御口の端には白く泡がたまつて居りますし、御眉のあたりにはびく／＼と電《いなづま》が走つて居りますし、まるで良秀のもの狂ひに御染みなすつたのかと思ふ程、唯ならなかつたのでございます。それがちよいと言を御切りになると、すぐ又何かが爆《は》ぜたやうな勢ひで、止め度なく喉 を鳴らして御笑ひになりながら、「檳榔毛の車にも火をかけよう。又その中にはあでやかな女を一人、上※［＃「藹」の「言」に代えて「月」、第3水準1-91-26］の
装《よそほひ》をさせて乗せて遣はさう。炎と黒煙とに攻められて、車の中の女が、悶え死をする——それを描かうと思ひついたのは、流石に天下第一の絵師ぢや。褒めてとらす。おゝ、褒めてとらすぞ。」　大殿様の御言葉を聞きますと、良秀は急に色を失つて喘《あへ》ぐやうに唯、唇ばかり動して居りましたが、やがて体中の筋が緩んだやうに、べたりと畳へ両手をつくと、「難有い仕合でございまする。」と、聞えるか聞えないかわからない程低い声で、丁寧に御礼を申し上げました。これは大方自分の考へてゐた目ろみの恐ろしさが、大殿様の御言葉につれてあり／＼と目の前へ浮んで来たからでご ざいませうか。私は一生の中に唯一度、この時だけは良秀が、気の毒な人間に思はれました。　　　　　　　十六　それから二三日した夜の事でございます。大殿様は御約束通り、良秀を御
召しになつて、檳榔毛の車の焼ける所を、目近く見せて御やりになりました。尤もこれは堀河の御邸であつた事ではございません。俗に雪解《ゆきげ》の御所と云ふ、昔大殿様の妹君がいらしつた洛外の山荘で、御焼きになつたのでございます。　この雪解の御所と申しますのは、久しくどなたも御住ひにはならなかつた所で、広い御庭も荒れ放題荒れ果てて居りましたが、大方この人気のない御容子を拝見した者の当推量でございませう。こゝで御歿《おな》くなりになつた妹君の御身の上にも、兎角の噂が立ちまして、中には又月のない夜毎々々に、今でも怪しい御袴《おんはかま》の緋の色が、地にもつかず御廊下を歩むなどと云ふ取沙汰を致すものもございました。——それも無理ではございません。昼でさへ寂しいこの御所は、一度日が暮れたとなりますと、遣
《や》り水《みづ》の音が一際《ひときは》陰に響いて、星明りに飛ぶ五位鷺も、怪形《けぎやう》の物かと思ふ程、気味が悪いのでございますから。　丁度その夜はやはり月のない、まつ暗な晩でございましたが、大殿油《おほとのあぶら》の灯影で眺めますと、縁に近く座を御占めになつた大殿様は、浅黄の直衣《なほし》に濃い紫の浮紋の指貫《さしぬき》を御召しになつて、白地の錦の縁をとつた円座《わらふだ》に、高々とあぐらを組んでいらつしやいました。その前後左右に御側の者どもが五六人、恭しく居並んで居りましたのは、別に取り立てて申し上げるまでもございますまい。が、 中に一人、眼だつて事ありげに見えたのは、先年｜陸奥《みちのく》の戦ひに餓ゑて人の肉を食つて以来、鹿の生角《いきづの》さへ裂くやうになつたと云
ふ強力《がうりき》の侍が、下に腹巻を着こんだ容子で、太刀を鴎尻《かもめじり》に佩《は》き反《そ》らせながら、御縁の下に厳《いかめ》しくつくばつてゐた事でございます。——それが皆、夜風に靡《なび》く灯の光で、或は明るく或は暗く、殆ど夢現《ゆめうつゝ》を分たない気色で、何故かもの凄く見え渡つて居りました。　その上に又、御庭に引き据ゑた檳榔毛の車が、高い車蓋《やかた》にのつしりと暗《やみ》を抑へて、牛はつけず黒い轅《ながえ》を斜に榻《しぢ》へかけながら、金物《かなもの》の黄金《きん》を星のやうに、ちらちら光らせてゐるのを眺めますと、春とは云ふものゝ何となく 肌寒い気が致します。尤もその車の内は、浮線綾の縁《ふち》をとつた青い簾が、重く封じこめて居りますから、※［＃「車＋非」、第4水準2-89-66］《は
こ》には何がはいつてゐるか判りません。さうしてそのまはりには仕丁たちが、手ん手に燃えさかる松明《まつ》を執つて、煙が御縁の方へ靡くのを気にしながら、仔細《しさい》らしく控へて居ります。　当の良秀は稍《やゝ》離れて、丁度御縁の真向に、跪《ひざまづ》いて居りましたが、これは何時もの香染めらしい狩衣に萎《な》えた揉烏帽子を頂いて、星空の重みに圧されたかと思ふ位、何時もよりは猶小さく、見すぼらしげに見えました。その後に又一人、同じやうな烏帽子狩衣の蹲《うづくま》つたのは、多分召し連れた弟子の一人ででもございませうか。それが丁度二人とも、遠いうす暗がりの中に蹲つて居り ま すので、私のゐた御縁の下からは、狩衣の色さへ定かにはわかりません。　　　　　　　十七　時刻は彼是真夜中にも近かつたでございませう。林泉をつゝん
だ暗がひつそりと声を呑んで、一同のする息を窺つてゐると思ふ中には、唯かすかな夜風の渡る音がして、松明の煙がその度に煤臭い匂を送つて参ります。大殿様は暫く黙つて、この不思議な景色をぢつと眺めていらつしやいましたが、やがて膝を御進めになりますと、「良秀、」と、鋭く御呼びかけになりました。　良秀は何やら御返事を致したやうでございますが、私の耳には唯、唸るやうな声しか聞えて参りません。「良秀。今宵はその方の望み通り、車に火をかけて見せて遣はさう。」　大殿様はかう仰有つて、御側の者たちの方を流《なが》し眄《め》に御覧になりました。その時何か大殿様と御側の誰彼との間には、意味 あ りげな微笑が交されたやうにも見うけましたが、これは或は私の気のせゐかも分りません。すると良秀は畏《おそ》る畏《おそ》る頭を挙げて御縁の上を仰いだらしうご
ざいますが、やはり何も申し上げずに控へて居ります。「よう見い。それは予が日頃乗る車ぢや。その方も覚えがあらう。——予はその車にこれから火をかけて、目のあたりに炎熱地獄を現ぜさせる心算《つもり》ぢやが。」　大殿様は又言を御止めになつて、御側の者たちに※［＃「目＋旬」、第3水準1-88-80］《めくば》せをなさいました。それから急に苦々しい御調子で、「その内には罪人の女房が一人、縛《いまし》めた儘、乗せてある。されば車に火をかけたら、必定その女めは肉を焼き骨を焦して、四苦八苦の最期を遂げるであらう。その方が屏風を仕上げるには、又とないよい手本ぢや。雪のやうな肌が燃え爛《たゞ》れるのを見のがすな。黒髪が火の粉になつて、舞ひ上るさまもよう見て置け。」　大殿様は三度口を御噤《おつぐ》みになりましたが、何を御思
ひになつたのか、今度は唯肩を揺つて、声も立てずに御笑ひなさりながら、「末代までもない観物ぢや。予もここで見物しよう。それ／＼、簾《みす》を揚げて、良秀に中の女を見せて遣さぬか。」　仰《おほせ》を聞くと仕丁の一人は、片手に松明《まつ》の火を高くかざしながら、つか／＼と車に近づくと、矢庭に片手をさし伸ばして、簾をさらりと揚げて見せました。けたゝましく音を立てて燃える松明の光は、一しきり赤くゆらぎながら、忽ち狭い※［＃「車＋非」、第4水準2-89-66］《はこ》の中を鮮かに照し出しましたが、※［＃「車＋因」、第4水準2-89-62］《とこ》の上に惨《むごた》 ら しく、鎖にかけられた女房は——あゝ、誰か見違へを致しませう。きらびやかな繍《ぬひ》のある桜の唐衣《からぎぬ》にすべらかし黒髪が艶やかに垂れて、うちかたむいた
黄金の釵子《さいし》も美しく輝いて見えましたが、身なりこそ違へ、小造りな体つきは、色の白い頸《うなじ》のあたりは、さうしてあの寂しい位つゝましやかな横顔は、良秀の娘に相違ございません。私は危く叫び声を立てようと致しました。　その時でございます。私と向ひあつてゐた侍は慌《あわたゞ》しく身を起して、柄頭《つかがしら》を片手に抑へながら、屹《きつ》と良秀の方を睨みました。それに驚いて眺めますと、あの男はこの景色に、半ば正気を失つたのでございませう。今まで下に蹲《うづくま》つてゐたのが、急に飛び立つたと思ひますと、両手を前へ伸した儘、車の方へ思はず知らず走りかゝらうと致しました。唯生憎前にも申しました通り、遠い影の中に居りますので、顔貌《かほかたち》ははつきりと分りません。しかしさう思つたのはほんの一瞬間で、色を失つた良秀の顔は、いや、まる
で何か目に見えない力が、宙へ吊り上げたやうな良秀の姿は、忽ちうす暗がりを切り抜いてあり／＼と眼前へ浮び上りました。娘を乗せた檳榔毛の車が、この時、「火をかけい」と云ふ大殿様の御言と共に、仕丁たちが投げる松明の火を浴びて炎々と燃え上つたのでございます。　　　　　　　十八　火は見る／＼中に、車蓋《やかた》をつゝみました。庇《ひさし》についた紫の流蘇《ふさ》が、煽られたやうにさつと靡くと、その下から濛々と夜目にも白い煙が渦を巻いて、或は簾《すだれ》、或は袖、或は棟《むね》の金物《かなもの》が、一時に砕けて飛んだかと思ふ程、火の粉が雨のやうに舞ひ上る——その凄じさと云つたらございま せん。いや、それよりもめらめらと舌を吐いて袖格子《そでがうし》に搦《から》みながら、半空《なかぞら》までも立ち昇る烈々とした炎の色は、まるで日輪が地に落ちて、天火《てん
くわ》が迸《ほとばし》つたやうだとでも申しませうか。前に危く叫ばうとした私も、今は全く魂《たましひ》を消して、唯茫然と口を開きながら、この恐ろしい光景を見守るより外はございませんでした。しかし親の良秀は——　良秀のその時の顔つきは、今でも私は忘れません。思はず知らず車の方へ駆け寄らうとしたあの男は、火が燃え上ると同時に、足を止めて、やはり手をさし伸した儘、食ひ入るばかりの眼つきをして、車をつゝむ焔煙を吸ひつけられたやうに眺めて居りましたが、満身に浴びた火の光で、皺だらけな醜い顔は、髭の先までもよく見えます。が、その大きく見開いた眼の中と云ひ、引き歪めた唇のあたりと云ひ、或は又絶えず引き攣《 つ》 つてゐる頬の肉の震《ふる》へと云ひ、良秀の心に交々《こも／″＼》往来する恐れと悲しみと驚きとは、歴々と顔に描かれました。首を刎《
は》ねられる前の盗人でも、乃至は十王の庁へ引き出された、十逆五悪の罪人でも、あゝまで苦しさうな顔を致しますまい。これには流石にあの強力《がうりき》の侍でさへ、思はず色を変へて、畏る／＼大殿様の御顔を仰ぎました。　が、大殿様は緊《かた》く唇を御噛みになりながら、時々気味悪く御笑ひになつて、眼も放さずぢつと車の方を御見つめになつていらつしやいます。さうしてその車の中には——あゝ、私はその時、その車にどんな娘の姿を眺めたか、それを詳しく申し上げる勇気は、到底あらうとも思はれません。あの煙に咽《むせ》んで仰向《あふむ》けた顔の白さ、焔を掃《はら》つてふり乱れた髪の長さ、そ れ から又見る間に火と変つて行く、桜の唐衣《からぎぬ》の美しさ、——何と云ふ惨《むご》たらしい景色でございましたらう。
殊に夜風が一下《ひとおろ》しして、煙が向うへ靡いた時、赤い上に金粉を撒《ま》いたやうな、焔の中から浮き上つて、髪を口に噛みながら、縛《いましめ》の鎖も切れるばかり身悶えをした有様は、地獄の業苦を目のあたりへ写し出したかと疑はれて、私始め強力の侍までおのづと身の毛がよだちました。　するとその夜風が又一渡り、御庭の木々の梢にさつと通ふ——と誰でも、思ひましたらう。さう云ふ音が暗い空を、どことも知らず走つたと思ふと、忽ち何か黒いものが、地にもつかず宙にも飛ばず、鞠《まり》のやうに躍りながら、御所の屋根から火の燃えさかる車の中へ、一文字にとびこみました。さうして朱塗のやうな袖格子が、ばら／＼と焼け落ちる中に、のけ反《ぞ》つた娘の肩を抱いて、帛《きぬ》を裂くやうな鋭い声を、何とも云へず苦しさうに、長く煙の
外へ飛ばせました。続いて又、二声三声——私たちは我知らず、あつと同音に叫びました。壁代《かべしろ》のやうな焔を後にして、娘の肩に縋《すが》つてゐるのは、堀河の御邸に繋いであつた、あの良秀と諢名《あだな》のある、猿だつたのでございますから。その猿が何処をどうしてこの御所まで、忍んで来たか、それは勿論誰にもわかりません。が、日頃可愛がつてくれた娘なればこそ、猿も一しよに火の中へはひつたのでございませう。　　　　　　　十九　が、猿の姿が見えたのは、ほんの一瞬間でございました。金梨子地《きんなしぢ》のやうな火の粉が一しきり、ぱつと空へ上つたかと思ふ中に、猿は元より娘の姿も、黒煙の底に隠されて、御庭のまん中には唯、一輛の火の車が凄《すさま》じい音を立てながら、燃《も》え沸《たぎ》つてゐるばかりでございます。いや、
火の車と云ふよりも、或は火の柱と云つた方が、あの星空を衝いて煮え返る、恐ろしい火焔の有様にはふさはしいかも知れません。　その火の柱を前にして、凝り固まつたやうに立つてゐる良秀は、——何と云ふ不思議な事でございませう。あのさつきまで地獄の責苦《せめく》に悩んでゐたやうな良秀は、今は云ひやうのない輝きを、さながら恍惚とした法悦の輝きを、皺だらけな満面に浮べながら、大殿様の御前も忘れたのか、両腕をしつかり胸に組んで、佇《たゝず》んでゐるではございませんか。それがどうもあの男の眼の中には、娘の悶え死ぬ有様が映つてゐないやうなのでございます。唯美しい火焔の色と、その中に苦しむ女人の姿とが、限りなく心を悦ばせる——さう云ふ景色に見えました。　しかも不思議なのは、何もあの男が一人娘の断末魔を嬉しさうに眺めてゐた、そればかりではございま
せん。その時の良秀には、何故か人間とは思はれない、夢に見る獅子王の怒りに似た、怪しげな厳《おごそか》さがございました。でございますから不意の火の手に驚いて、啼き騒ぎながら飛びまはる数の知れない夜鳥でさへ、気のせゐか良秀の揉烏帽子のまはりへは、近づかなかつたやうでございます。恐らくは無心の鳥の眼にも、あの男の頭の上に、円光の如く懸つてゐる、不可思議な威厳が見えたのでございませう。　鳥でさへさうでございます。まして私たちは仕丁までも、皆息をひそめながら、身の内も震へるばかり、異様な随喜の心に充ち満ちて、まるで開眼の仏でも見るやうに、眼も離さず、良秀を見つめました。空一面に鳴り渡る車の火と、それに魂を奪はれて、立ちすくんでゐる良秀と——何と云ふ荘厳、何と云ふ歓喜でございませう。が、
その中でたつた一人、［＃「たつた一人、」は底本では「たつた、」］御縁の上の大殿様だけは、まるで別人かと思はれる程、御顔の色も青ざめて、口元に泡を御ためになりながら、紫の指貫《さしぬき》の膝を両手にしつかり御つかみになつて、丁度喉の渇いた獣のやうに喘《あへ》ぎつゞけていらつしやいました。……　　　　　　　二十　その夜雪解の御所で、大殿様が車を御焼きになつた事は、誰の口からともなく世上へ洩れましたが、それに就いては随分いろ／＼な批判を致すものも居つたやうでございます。先《まづ》第一に何故《なぜ》大殿様が良秀の娘を御焼き殺しなすつたか、——これは、かなはぬ恋の恨みからなすつたのだと云ふ噂が、一番多う ございました。が、大殿様の思召しは、全く車を焼き人を殺してまでも、屏風の画を描かうとする絵師根性の曲《よこしま》なのを懲らす御心算《
おつもり》だつたのに相違ございません。現に私は、大殿様が御口づからさう仰有《おつしや》るのを伺つた事さへございます。　それからあの良秀が、目前で娘を焼き殺されながら、それでも屏風の画を描きたいと云ふその木石のやうな心もちが、やはり何かとあげつらはれたやうでございます。中にはあの男を罵《のゝし》つて、画の為には親子の情愛も忘れてしまふ、人面獣心の曲者《くせもの》だなどと申すものもございました。あの横川《よがは》の僧都様などは、かう云ふ考へに味方をなすつた御一人で、「如何に一芸一能に秀でやうとも、人として五常を弁《わきま》へねば、地獄に堕ちる外はない」などと、よく仰有つたものでご ざいます。　所がその後一月ばかり経《た》つて、愈々地獄変の屏風が出来上りますと良秀は早速それを御邸へ持つ
て出て、恭しく大殿様の御覧に供へました。丁度その時は僧都様も御居合はせになりましたが、屏風の画を一目御覧になりますと、流石にあの一帖の天地に吹き荒《すさ》んでゐる火の嵐の恐しさに御驚きなすつたのでございませう。それまでは苦い顔をなさりながら、良秀の方をじろ／＼睨めつけていらしつたのが、思はず知らず膝を打つて、「出かし居つた」と仰有いました。この言を御聞きになつて、大殿様が苦笑なすつた時の御容子も、未だに私は忘れません。　それ以来あの男を悪く云ふものは、少くとも御邸の中だけでは、殆ど一人もゐなくなりました。誰でもあの屏風を見るものは、如何に日頃良秀を憎く思つてゐるにせよ、不思議に厳 《 おごそ》かな心もちに打たれて、炎熱地獄の大苦艱《だいくげん》を如実に感じるからでもございませうか。　しか
しさうなつた時分には、良秀はもうこの世に無い人の数にはいつて居りました。それも屏風の出来上つた次の夜に、自分の部屋の梁《はり》へ縄をかけて、縊《くび》れ死んだのでございます。一人娘を先立てたあの男は、恐らく安閑として生きながらへるのに堪へなかつたのでございませう。屍骸は今でもあの男の家の跡に埋まつて居ります。尤も小さな標《しるし》の石は、その後何十年かの雨風《あめかぜ》に曝《さら》されて、とうの昔誰の墓とも知れないやうに、苔蒸《こけむ》してゐるにちがひございません。［＃地から２字上げ］——大正七年四月——底本：「芥川龍之介全集　第一巻」岩波書店　　　1995（平成7）年11月8日発行 底本の親本：「鼻」春陽堂　　　1918（大正7）年7月8日発行※底本には「堀川」と「堀河」が共に現れる。「
堀河」は「堀川」と思われるが、表記の揺れは底本のママとした。入力：earthian校正：j .utiyama1998年12月2日公開2004年3月8日修正青空文庫作成ファイル：このファイルは、インターネットの図書館、青空文庫（http://www.aozora.gr.jp/）で作られました。入力、校正、制作にあたったのは、ボランティアの皆さんです。
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図 12 「地獄変」で描かれた芥川竜之介
Fig. 12 The portrait of Ryunosuke AKUTAGAWA consisted with his novel, “Hell Screen”.
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